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介護サービス事業者自主点検表の作成について 

１ 趣 旨 

利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点検し、

人員、設備及び運営に関する基準等が守られているか常に確認する必要があります。 

   そこで市では、介護サービス事業者ごとに、関係する法令、条例及び通知等を基に自主点検表を作成

しましたので、適正な事業運営及び介護サービスの質の向上を図るためにご活用ください。 

２ 実施方法 

（１） 毎年定期的に実施するとともに、事業所への運営指導が行われるときは、他の関係書類とともに、

市へ提出してください。なお、この場合、控えを必ず保管してください。 

（２） 記入に当たっては、管理者が中心となり、直接担当する職員及び関係する職員で検討のうえ点検し

てください。 

（３） 「いる・いない」等の判定については、該当する項目を○で囲ってください。 

（４） 判定について該当する項目がないときは、選択肢に二重線を引き、「該当なし」又は「事例なし」

と記入してください。（判定欄にあらかじめ「事例なし」等の選択肢が記載されている場合もありま

す。）  



３  根拠法令 

  「根拠法令」の欄は、次を参照してください。 

略称 法令等名称 

法 介護保険法（平成９年法律第123号） 

施行規則 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 

条例 
川口市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成25年３月22日条例第16号） 

平18厚労令34 
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年３月

14日厚生労働省令第34号） 

平18-0331004 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につい

て（平成18年３月31日老計発第0331004号・老振発0331004号・老老発0331017

号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知） 

平24厚労告113 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生

労働大臣が定める者及び研修（平成24年３月13日厚生労働省告示第113号） 

平13老発155 
「身体拘束ゼロ作戦」の推進について（平成13年４月６日老発第155号厚生労働省

老健局長通知） 

平12老企54 
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年３月30日

付け老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

平12老振75・老健122
介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成12年11月16日付け老

振第75号・老健第122号厚生省老人保健福祉局振興・老人保健課長連名通知） 

平17厚労告419 
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成17年９月

７日厚生労働省告示第419号） 

高齢者虐待防止法 
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年11月

９日法律第124号） 

平18厚労告126 
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年３月 14

日厚生労働省告示第126号） 

平18留意事項 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意

事項について（平成18年３月31日老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発

第0331018号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知） 

平27厚労告94 
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年３月23日厚生労働省告

示第94号） 

平27厚労告95 厚生労働大臣が定める基準（平成27年３月23日厚生労働省告示第95号） 

平27厚労告96 厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年３月23日厚生労働省告示第96号） 
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

第１基本方針 

１  

一般原則 

① 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めていますか。

いる 

いない

法第78条の3第1項

条例第3条第1項 

 ② 事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重

視し、市、他の地域密着型サービス事業者（地域密着型

介護予防サービス事業者）又は居宅サービス事業者（介

護予防サービス事業者）その他の保健医療サービス及び

福祉サービスを提供する者との連携に努めていますか。

いる 

いない

条例第3条第2項 

③ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じていますか（令和６年３月31日までの間

は、努力義務とされています。）。 

いる 

いない

条例第3条第3項 

④ サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第

１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を

活用し、適切かつ有効に行うよう努めていますか。 

いる 

いない

条例第3条第4項 

（高齢者虐待の

防止） 

⑤ 従業者は高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを

自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めていますか。

いる 

いない 

高齢者虐待防止法

第5条 

 ※ 高齢者虐待に該当する行為 

ア 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴

行を加えること。 

イ 利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放

置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠

ること。 

ウ 利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応そ

の他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

エ 利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をして

わいせつな行為をさせること。 

オ 利用者の財産を不当に処分することその他当該利用者

から不当に財産上の利益を得ること。 

高齢者虐待防止法

第2条 

 ⑥ 高齢者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかに、市に通報していますか。

いる 

いない 

市虐待防止条例第8条

高齢者虐待防止法

第21条 

２  

基本方針 

事業運営の方針は、基本方針に沿ったものとなっていま

すか。 

いる 

いない 

条例第190条 

 訪問看護の基本方針及び小規模多機能型居宅介護の基本

方針を踏まえて行うものでなければならない。 

 ※ 「訪問看護」の基本方針 

  訪問看護の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機

能の維持又は向上を目指すものとなっていますか。 

 川口市指定居宅サ

ービス等の事業の

人員、設備及び運営

に関する基準等を

定める条例条例第

63条 

 ※ 「小規模多機能型居宅介護」の基本方針 

  要介護者について、その居宅において、又はサービスの

拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、サービスの拠点

において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者が尊厳を保持し、その有す

る能力に応じその居宅において自立した日常生活を営む

ことができるようにするものでなければなりません。 

 条例第81条 
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

第２ 人員に関する基準 

１  

従業者の員数等

※「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定

められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時

間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）に達してい

ることをいうものです。 

平18-0331004 

第二の2(3) 

 ※「常勤換算方法」 

  当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回

る場合は週３２時間を基本とする。）で除することにより、

当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいうものです。 

  この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事

業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例え

ば、当該事業所が通所介護と訪問介護の指定を重複して受

ける場合であって、ある従業員が介護職員と訪問介護員を

兼務する場合、介護職員の勤務延時間数には、介護職員と

しての勤務時間だけを算入することとなるものです。 

   ただし、雇用機会均等法律第13条第１項に規定する措置

又は育児・介護休業法に規定する育児及び介護のための所

定労働時間の短縮等の措置が講じられている場合、３０時

間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の

従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として

取り扱うことを可能とします。 

平18-0331004 

第二の2(1) 

 ① 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、事業所ごとに

置くべき従業者の員数は、次のとおりとなっていますか。

いる 

いない 

条例191条第1項 

平成18厚労令第171

条1項 

（昭和49年８月20

日社施第160号社

会局施設課長、児

童家庭局企画課長

連名通知）

 ア 通いサービスの利用者の数が３又はその端数を増す

ごとに常勤換算方法で１以上 

 イ 訪問サービスの提供に当たる従業者を常勤換算方法

で２以上 

 ② 夜間及び深夜の時間帯を通じて、事業所ごとに置くべ

き従業者の員数は、次のとおりとなっていますか。

いる 

いない 

 ア １以上の従業者に夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除

く。）を行わせるために必要な数以上 

 イ １以上の従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上

 ※ 夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福

祉施設における宿直勤務の取扱いについて」に準じて適

切に行ってください。 

 ③ 利用者の数は、前年度の平均値となっていますか。 

  ただし、新規に指定を受ける場合は、利用者の数は推

定数によります。

いる 

いない 

条例191条第2項 

平成18厚労令第171

条2項 

 ※ 従業者については、介護福祉士や訪問介護員の資格等

は必ずしも必要としませんが、介護等に対する知識、経

験を有する者であることを原則とします。 

  これ以外の従業者にあっても研修の機会を確保する

ことなどにより質の向上を図ってください。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑴②イ

  ※ 夜間及び深夜の時間帯は、事業所ごとに、宿泊サービ

ス利用者の生活サイクル等に応じて設定するものとし、

これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外のサービス

提供に必要な従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の

勤務を行わせるために必要な員数を確保してください。

 平18-0331004 

第3の八の2⑴②ロ
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

    例えば、通いサービスの利用定員を１５名とし、日中

の勤務帯を午前６時から午後９時までの１５時間、常勤

の職員の勤務時間を８時間とした場合、常勤換算方法で

通いの利用者３人に対して１名の従業者を配置すれば

よいことから、通いの利用者が１５名の場合、日中の常

勤の従業者は５名となり、日中の１５時間の間に、８時

間×５人＝延べ４０時間分のサービスが提供されてい

ることが必要です。 

    それに加えて、日中については、常勤換算方法で２名

以上に訪問サービスの提供を行わせ、夜間については、

夜勤１名＋宿直１名に宿泊サービス及び夜間の訪問サ

ービスに当たらせるために必要な従業者を、事業所全体

で確保することが必要です。 

    具体的には、通いサービスに要する時間（延べ４０時

間）、日中の訪問サービスに要する時間（８時間×２人

＝延べ４０時間）、夜勤及び宿直職員の勤務時間を合計

した延べサービス時間を確保することができるよう、有

給休暇、研修時間、常勤・非常勤の別、サービス提供の

あり方など、各事業所で定める諸条件を踏まえた上で、

実際に配置しなければならない職員数を確保すること

が必要です。 

    なお、日中であれば通いサービスを行うために３：１

以上、訪問サービスを行うために１以上をそれぞれのサ

ービスに固定しなければならないという趣旨ではなく、

日中勤務している従事者全体で通いサービス及び訪問

サービスを行ってください。 

  ※ 日々の通いサービスの実際の職員配置については、そ

の日ごとの状況に応じて判断する必要がありますが、単

に通いサービスの利用者がいないからといって職員を

配置しないということではなく、通いサービスを利用し

ない者に対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの

形で関わることできるような配置に努めてください。

 平18-0331004 

第3の八の2⑴②ハ

  ※ 訪問サービスの提供に当たる従業者を、事業所から離

れた特別養護老人ホーム等の職員が行う形態は認めら

れません。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑴②ニ

    ただし、特別養護老人ホーム等における職員が非常勤

である場合には、非常勤として勤務する以外の時間帯に

事業所に勤務し、通いサービスや宿泊サービスも含めた

業務を行うことは差し支えありません。 

 ④ 従業者のうち１以上の者は、常勤の保健師又は看護師

となっていますか。

いる 

いない 

条例第191条第3項

条例第191条第4項

平18-0331004 

第3の八の2⑴②ホ

 ⑤ 従業者のうち、常勤換算方法で２．５以上の者は、保

健師、看護師又は准看護師（以下、看護職員）となって

いますか。

いる 

いない 

 ⑥ 通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者

のうち１以上の者は、看護職員となっていますか。

いる 

いない 

条例第191条第5項

平18-0331004 

第3の八の2⑴②ヘ  ※ ⑥の看護職員については常勤を要件としていないが、

日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービ

スが提供される職員配置とすること。 

⑦ 宿泊サービスの利用者が１人であっても、訪問サービ

ス対応のため、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤１

名と宿直１名の計２名を配置していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の2⑴②ト
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 ※ この場合、必ずしも１名以上が看護職員である必要は

ないが、電話等による連絡体制は確保してください。

 ※ 宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及

び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備しているとき

は、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務

並びに宿直勤務に当たる従業者を置かないことができ

ます。 

 条例第191条第6項

  ※ なお、宿直職員は、主として登録者からの連絡を受け

ての訪問サービスに対応するために配置されるもので

あることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ

訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問サ

ービスに支障がない体制が整備されているのであれば、

必ずしも事業所内で宿直する必要はありません。 

 ⑧ 事業所に次のいずれかの施設が併設されており、それ

ぞれの人員に関する基準を満たしたうえで、従業者が当

該施設等の職務に従事していますか。

いる 

いない 

該当なし

条例第191条第7項

平18-0331004 

第3の八の2⑴②リ

   併設されている施設にチェックをしてください。 

  □ 認知症対応型共同生活介護事業所 

  □ 地域密着型特定施設 

  □ 地域密着型介護老人福祉施設 

  □ 介護療養型医療施設 

  □ 介護医療院 

(サテライト型) ※ サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機

能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により

当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、

２人以上とすることができます。 

 条例第191条第8項

(サテライト型) ※ サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所

において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従

業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を

行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないこと

ができる。 

 条例第191条第9項

(サテライト型) ※ サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とす

る。 

 条例第191条第10項

⑨ 訪問看護事業者の指定を受けていますか。 いる 

いない 

該当なし

条例第191条第14項

平18-0331004 

第3の八の2⑴②ヌ

 ⑩ 看護小規模多機能型居宅介護事業と訪問看護事業と

が、同じ事業所にて一体的に運営されていますか。

いる 

いない 

該当なし

  ※ 看護小規模多機能型居宅介護事業所が訪問看護事業

者の指定を併せて受け、かつ同じ事業所で一体的に運営

されている場合、訪問看護における看護職員の人員基準

を満たすことによって、上記⑤の人員基準を満たしてい

るとみなすことができます。 
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２ 

介護支援専門員

① 登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を

置いていますか。

いる 

いない 

条例第191条第11項

平18-0331004 

第3の八の2⑴③イ

  ※ 利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する

前述の施設等の職務に従事することができます。

  ※ 利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務も

可能です。また、非常勤でも差支えありません。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑴③ロ

  【介護支援専門員の業務】 

  ア 登録者の看護小規模多機能型居宅介護以外の居宅

サービスを含めた「居宅サービス計画」の作成 

  イ 法定代理受領の要件である看護小規模多機能型居

宅介護の利用に関する市町村への届出の代行 

  ウ 看護小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス

内容等を記載した「看護小規模多機能型居宅介護計

画」の作成 

 平18-0331004 

第3の八の2⑴③ハ

 ② 介護支援専門員は、小規模多機能型サービス等計画作

成担当者研修を修了していますか。

いる 

いない 

条例第191条第12項

(サテライト型) ※ サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、本体事業所の介護支援専門員により、適切に

居宅サービス計画が作成されるときは、介護支援専門員に

代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する研修修了者を置くことができます。 

 条例第191条第13項

３ 管理者 ① 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置いていますか。

いる 

いない 

条例第192条第1項

 ※ 次の場合であって、事業所の管理上支障がない場合は、

事業所の他の職務に従事することができます。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑵① 

 ア 事業所の従業者としての職務に従事する場合 

 イ 事業所に併設する前述の施設等の職務に従事する場

合 

 ウ 事業所が健康保険法による指定を受けた訪問看護ス

テーションである場合に、事業所の管理者または従業者

として従事する場合 

 ② 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多

機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス等の職員又は訪問介護員として、３

年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有していま

すか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の2⑵② 

 ③ 指定を受ける際（指定を受けた後に管理者の変更の届

出を行う場合も含む）に、「認知症対応型サービス事業

管理者研修」を終了しているものか又は保健師若しくは

看護師となっていますか。 

いる 

いない 

保健師 

看護師 

条例第192条第3項

 ※ 管理者の変更の届出を行う場合については、都道府県

における研修の開催状況等を踏まえ、新たに管理者を配

置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修

の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実

に見込まれる場合は当該管理者が研修を修了していない

場合であっても差し支えありません。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑵② 
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  ④ 保健師若しくは看護師である場合、法に基づき業務停

止を命ぜられ、業務停止期間終了後２年を経過していま

すか。 

いる 

いない 

非該当 

平18-0331004 

第3の八の2⑵④ 

  ⑤ 保健師若しくは看護師である場合、医療機関における

看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験があ

りますか。

いる 

いない 

非該当 

平18-0331004 

第3の八の2⑵⑤ 

 ※ 保健所若しくは看護師である場合、さらに、管理者と

しての資質を確保するために関連機関が提供する研修

等を受講していることが望ましいです。 

４ 代表者  ① 代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多

機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス等の従業者、訪問介護員等として、

認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しく

は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わ

った者であって別に厚生労働大臣が定める研修を修了し

ている者ですか。 

いる 

いない 

非該当 

条例第193条 

平18-0331004 

第3の八の2⑶② 

  ※ 別に厚生労働大臣が定める研修とは、「指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定す

る厚生労働大臣が定める者及び研修」（平成24年3月13日

厚生労働省告示第113号）に規定する「認知症対応型サー

ビス事業開設者研修」です。 

 ② ①に該当しない場合、保健師若しくは看護師ですか。 いる 

いない 

非該当 

条例第193条 

  ※ 代表者は、基本的には、運営している法人の代表者で

あり、理事長や代表取締役が該当しますが、法人の規模

によって、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型

サービス部門の代表者と扱うのは合理的でないと判断

される場合においては、地域密着型サービスの事業部門

の責任者などを代表者として差し支えありません。 

平18-0331004 

第3の八の2⑶① 

  ※ したがって、指定複合型サービス事業所の指定申請書

に記載する代表者と異なることはあり得ます。なお、管

理者とは、事業所の責任者を指すものであり、各法人の

代表とは異なりますが、例えば、法人が一つの介護サー

ビス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者

が同一であることもあります。 

  ※ 代表者は、特別養護老人ホーム老人デイサービスセン

ター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機

能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所等の職員又は訪問介護員等

として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に

携わった経験を有する者であり、代表者としての資質を

確保するために、指定を受ける際（指定を受けた後に代

表者の変更の届け出を行う場合も含む）に、上記①に規

定する研修を修了している者、又は保健師若しくは看護

師でなければなりません。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑶② 

  ※ ただし、代表者の変更の届出を行う場合については、

代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研

修」が開催されていないことにより、保健師若しくは看
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護師ではない当該代表者が研修を修了していない場合、

代表者交代の半年後又は次回の研修日程のいずれか早

い日までに研修を修了することで差し支えありません。

  ※ 特別養護老人ホーム老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

護、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所等の職員又は訪問介護員等として認知

症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経

験については、一律の経験年数の制約は設けてず、個々

のケースごとに判断するものとします。 

 平18-0331004 

第3の八の2⑶③ 

  ③ 保健師若しくは看護師である場合、法に基づき業務停

止を命ぜられ、業務停止期間終了後２年を経過していま

すか。

いる 

いない 

非該当 

平18-0331004 

第3の八の2⑶④ 

  ④ 保健師若しくは看護師である場合、医療機関における

看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験があ

りますか。

いる 

いない 

非該当 

平18-0331004 

第3の八の2⑶⑤ 

  ※ 保健所若しくは看護師である場合、さらに、管理者と

しての資質を確保するために関連機関が提供する研修

等を受講していることが望ましいです。 

 第３ 設備に関する基準 

１  

登録定員及び利

用定員 

① 登録定員は29人以下となっていますか。 いる 

いない 

条例第194条第1項 

平18-0331004 

第三の八の3⑴① ※ 登録定員とは登録者の数の上限をいいます。 

※ 利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービス

を提供する観点から、利用者は１か所の事業所に限って登

録を行うことができるものであり、複数の事業所の利用は

認められません。 

② 次の範囲内において、通いサービス及び宿泊サービス

の利用定員を定めていますか。

いる 

いない 

条例第194条第2項 

平18-0331004 

第三の八の3⑴② ア 通いサービス 

登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２６人以上

２９人以下の事業所は、登録定員に応じて次に定める利用

定員）まで。 

【登録定員】      【利用定員】 

２６人又は２７人      １６人 

２８人           １７人 

２９人           １８人 

 イ 宿泊サービス 

通いサービスの利用定員の３分の１から９人まで 

 ※ 利用定員とは事業所におけるサービスごとの１日当た

りの利用者の数の上限をいうものであり、１日あたりの延

べ人数ではないことに留意すること。 

   ただし、特に必要と認められる場合は、利用定員を超え

るサービス提供も差し支えないこととされているので、利

用者の心身の状況に応じて、柔軟、適切にサービス提供を

行ってください。 

 ※ 事業所に併設している有料老人ホームの入居者が指定

看護小規模多機能型居宅介護を利用することは可能です。

平18-0331004 

第三の八の3⑴③ 

ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介
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護報酬は算定できません。 

 ※ 養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基

礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホ

ームの入所者が指定看護小規模多機能型居宅介護を利用

することは想定していません。 

２  

設備及び 

備品等 

① 居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の

非常災害に際して必要な設備その他サービスの提供に必

要な設備及び備品等を備えていますか。

いる 

いない 

条例第195条第1項

平18-0331004 

第3の八の3⑵① 

（第3の二の二の2

⑴、⑶準用） 

※ 原則として１つの建物につき、１つの事業所とします

が、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存

施設）を活用して、事業所の従業者が既存施設に出向いて

サービスを提供する場合については、これらを事業所の一

部とみなして設備基準を適用します。 

※ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消

防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それ

らの設備を確実に設置しなければなりません。 

 ② 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さ

を有していますか。

いる 

いない 

条例第195条第2項

第1号 

平18-0331004 

第3の八の3⑵② 

※ 居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居

間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望まれま

す。 

※ 広さについても原則として利用者及び従業者が一堂に

会するのに充分な広さを確保してください。 

 なお、通いサービスの利用定員について１５人を超えて

定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、居間及び食堂を合計した面積は、利用者の処遇に支障

がないと認められる十分な広さ（１人当たり３㎡以上）を

確保することが必要です。 

③ １つの宿泊室の定員は、１人となっていますか。 いる 

いない 

条例第195条第2項

第2号ア 

平18-0331004 

第3の八の3⑵③イ
※ 利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人とするこ

とができます。 

※ 民家等の既存施設を活用した効率的なサービス提供等

を可能とする観点から、宿泊専用の個室がない場合であっ

ても、宿泊室についてプライバシーが確保されたつくりに

なっていれば差し支えありません。 

プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーティ

ションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保

されるようなものである必要があるが、壁やふすまのよう

な建具まで要するということではありません。 

 ただし、カーテンはプライバシーが確保されたものとは

考えにくいことから認められません。 

 ④ １つの宿泊室の床面積は、７．４３㎡以上となってい

ますか。

いる 

いない 

条例第195条第2項

第2号イ 

平18-0331004 

第3の八の3⑵③ロ
  ※ ただし、事業所が病院又は診療所である場合であって

定員が１人である宿泊室の床面積については、６．４㎡

以上とすることができます。 

 ※ 利用者が泊まるスペースは、基本的に１人当たり７．

４３㎡程度あり、その構造がプライバシーが確保された

ものであることが必要であることから、例えば、６畳間

であれば、基本的に１人を宿泊させることになります。
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   ただし、利用者の希望等により、６畳間で一時的に２

人を宿泊させるという状態があったとしても、そのこと

をもって直ちに基準違反となるものではないことに留

意してください。 

 ⑤ 個室以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室

の面積を合計した面積は、おおむね７．４３㎡に宿泊サ

ービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて

得た面積以上となっていますか。

いる 

いない 

条例第195条第2項

第2号ウ 

※ 構造は利用者のプライバシーが確保されたものでな

ければなりません。 

※ 居間はプライバシーが確保されたものであれば、個室

以外の宿泊室の面積に含めて差し支えありません。 

 条例第195条第2項

第2号エ 

  ※ 事業所が診療所である場合、利用者へのサービス提供

に支障がない場合には、当該診療所が有する病床につい

ては、宿泊室を兼用することができる。 

 条例第195条第2項

第2号オ 

  ※ 個室については、事業所が診療所である場合には、入

院患者と同じ居室を利用する場合も想定されることか

ら、衛生管理等について必要な措置を講じてください。

 平18-0331004 

第3の八の3⑵③ホ

 ⑥ 居間その他の利用者の日常生活に充てられる場所が２

階以上の階にある場合は、エレベーターを１以上設けて

いますか。

いる 

いない 

条例第195条第3項

 ⑦ ①の設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業のように供するものですか

いる 

いない 

条例第195条第4項

  ※ ただし、利用者に対するサービス提供に支障がないイ

場合はこの限りではありません。 

  ※ 認知症対応型共同生活介護事業所の居間を、看護小規

模多機能型居宅介護の居間として供用することは、認め

られません。 

 平18-0331004 

第3の八の3⑵④ 

  ※ ただし、事業所が小規模である場合（看護小規模多機

能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員と、認知

症対応型共同生活介護事業所の定員の合計が１５名以

下である場合）などで、看護小規模多機能型居宅介護の

居間として十分な機能を発揮しうる広さを有している

場合は、共用しても差し支えありません。 

  ※ また、居間及び食堂を通所介護等の機能訓練室及び食

堂として供用することは認められませんが、介護予防・

日常生活支援総合事業の交流スペースとして供用する

ことは、事業所が小規模である場合（通いサービスの利

用者と総合事業の交流スペースの参加者の合計が少数

である場合）などで、居間及び食堂として十分な機能を

発揮する広さが確保されており、サービス提供に支障が

ない場合は差し支えありません。 

  ※ 浴室、トイレ等を通所介護等と共用することは差し支

えありませんが、通所介護等の浴室を活用する場合、通

所介護等の利用者が利用している時間帯に、看護小規模

多機能型居宅介護の利用者が利用できないとするなど、

画一的な取り扱いは行わないでください。 

 ⑧ 利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交

流を図る観点から、事業所は、住宅地又は住宅地と同程

度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保され

る地域に立地していますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の3⑵⑤ 

（第3の四の3⑵⑤

準用） 
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※ 事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な

雰囲気によるサービスを提供すること、また、地域との

交流を図ることによる社会との結びつきを確保するこ

となどのため、住宅地の中にあること又は住宅地と同程

度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域

の中にあることが必要です。 

第４ 運営に関する基準  

１ 

内容及び手続の

説明及び同意 

利用者に対し適切なサービスを提供するため、サービス

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又は家族に

対し、下記の事項等について、わかりやすい説明書やパン

フレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、サー

ビスの提供を受けることにつき同意を得ていますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⑵①準用）

ア 運営規程の概要 

イ 従業者の勤務体制 

ウ 事故発生時の対応 

エ 苦情処理の体制 

オ 第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直 

  近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の 

  開示状況） 

 ※ 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、

規程を定めるに当たっては、人員基準上の員数を満たす

範囲において、「○人以上」と記載して差し支えありませ

ん。 

平18-0331004第三の一

の4(21)①

 ※ 他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、

パンフレット等について、一体的に作成することは差し支

えありません。 

※ 同意については、書面により確認することが適当です。

※ 特に、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所における指定訪問看護事業所との連携内容や、他の訪

問介護事業所又は夜間対応型訪問介護事業所に事業の一

部委託を行う場合の委託業務の内容、他の事業所と一体的

に随時対応サービスを行う場合の事業所間の連携の内容

等について十分な説明を行わなければなりません。 

２ 

提供拒否の禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒んでいませんか。 いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⑶準用） ※ 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を

拒否することは禁止されています。 

※ 提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、次

のとおりです。 

① 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外であ

る場合 

③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供

することが困難な場合 

３  

サービス提供困

難時の対応 

通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自

ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場

合は、居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者等

の紹介その他の必要な措置を速やかに講じていますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⑷準用） 

４  

受給資格等の確

① サービスの提供を求められた場合は、被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確か

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3



看護小規模多機能型居宅介護 

11 / 78

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

認 めていますか。 の一の4⑸①②準

用） 
 ② 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、

認定審査会意見に配慮して、サービスを提供するように努

めていますか。

いる 

いない 

５ 

要介護認定（要

支援認定）の申

請に係る援助 

① サービスの提供の開始に際し、要介護認定（要支援認定）

を受けていない利用申込者については、申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、

利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよ

う必要な援助を行っていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⑹①②準

用） 

※ 申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に遡

ることにより、サービスの利用に係る費用が保険給付の対

象となることがあります。 

② 要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間が終了

する日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行って

いますか。

いる 

いない 

※ 認定の有効期間が原則として６か月ごとに終了し、継続

して保険給付を受けるためには更新認定を受ける必要が

あります。 

また、申請の日から30日以内に認定が行われます。 

６  

心身の状況等の

把握 

介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め

ていますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑴準用） 

※ サービス担当者会議 

介護支援専門員が居宅サービス計画の原案に位置付けた

居宅サービス等の担当者を召集して行う会議をいいます。

 ※ サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができます。この際、「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守してください。 

７ 

居宅サービス事

業者（介護予防

サービス事業

者）等との連携

① サービスを提供するに当たっては、居宅サービス事業

者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑵準用） 

※ 事業所の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画

を作成し、指定看護小規模多機能型居宅介護以外の指定居

宅サービスについて給付管理を行うこととされているこ

とから、指定居宅サービス事業者とは連携を密にしておか

なければなりません。 

② サービス提供に当たって、利用者の健康管理を適切に

行うため、主治の医師との密接な連携に努めていますか

いる 

いない 

③ サービスの提供の終了に際しては、利用者又は家族に

対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者

に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めていますか。

いる 

いない 

８  

身分を証する書

類の携行 

利用者が安心して訪問サービスの提供を受けられるよ

う、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及

び利用者又は家族から求められたときは、提示すべき旨を

指導していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑹（第3

の四の4⑵準用） 

※ 身分を証する書類には、事業所の名称、訪問サービスの

提供に当たる者の氏名を記載するものとし、写真の貼付や
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職能の記載を行うことが望まれます。 

９  

サービスの 

提供の記録 

① サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内

容、利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サー

ビス費（地域密着型介護予防サービス費）の額その他必

要な事項を、利用者の居宅サービス計画（介護予防サー

ビス計画）を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載

していますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⑿①準用）

 ※ 利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限

度基準額との関係やサービスの利用状況を把握できるよ

うにするために、サービスを提供した際には、サービスの

提供日、サービス内容（例えば定期巡回サービス及び随時

訪問サービスの別）、保険給付の額その他必要な事項を、

利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等

に記載しなければなりません。 

 ② サービス事業者間の密接な連携等を図るため、サービ

スを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合

には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を

利用者に対して提供していますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⑿②準用）

 ※ その他適切な方法とは、例えば、利用者の用意する手帳

等に記載するなどの方法です。 

 ※ 提供した具体的なサービスの内容等の記録は、５年間保

存しなければなりません。 

１０  

利用料等の受領

① 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した

際は、その利用者から利用料の一部として、地域密着型

介護サービス費用基準額の１割、２割又は３割（法の規

定により保険給付率が９割、８割又は７割でない場合に

ついては、それに応じた割合）の支払を受けていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑷①準用）

② 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、地域

密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額

が生じないようにしていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑷②準用）

※ 利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、一方の管

理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けては

なりません。 

※ そもそも介護保険給付の対象となるサービスと明確に

区分されるサービスについては、次のような方法により別

の料金設定をして差し支えありません。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業とは別事業

であり、介護保険給付の対象とならないサービスである

ことを説明し、理解を得ること。 

イ 事業の目的、運営方針、利用料等が、運営規程とは別

に定められていること。 

ウ 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の会計と区

分していること。 

 ③ ①、②の支払を受ける額のほか、次の費用以外の費用

の支払を利用者から受けていませんか。

いない 

いる 

平12老企54 

平12老振75・老健

122 ア 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

イ 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地

域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それ
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に要した交通費の額 

 ウ 食事の提供に要する費用 

エ 宿泊に要する費用 

オ おむつ代 

カ ア～オのほか、サービスの提供において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用 

(ア) 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活

に必要なものを提供する場合に係る費用 

(イ) 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に

必要なものを提供する場合に係る費用 

 ※ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分さ

れないあいまいな名目による費用の支払を受けることは

認められません。 

※ その他の日常生活費の趣旨にかんがみ、事業者が利用者

からカの徴収を行うにあたっては、次の基準が遵守されな

ければなりません。 

ａ）その他の日常生活費の対象となる便宜と、保険給付の

対象となっているサービスとの間に重複関係がないこ

と。 

ｂ）お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金とい

ったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の

内訳が明らかにされる必要があること。 

ｃ）利用者又は家族等の自由な選択に基づいて行われるも

のでなければならず、受領について利用者又は家族等に

事前に十分な説明を行い、同意を得なければならないこ

と。 

 ｄ）その他の日常生活費の受領は、対象となる便宜を行う

ための実費相当額の範囲内で行われるべきものである

こと。 

 ｅ）その他の日常生活費の対象となる便宜及び額は、運営

規程において定められなければならず、また、サービス

の選択に資すると認められる重要事項として、見やすい

場所に掲示されなければならないこと。 

 ただし、都度変動する性質のものである場合には、実

費という形の定め方が許されるものであること。 

 ④ 食事の提供に要する費用の額については、次の指針に

沿っていますか。

いる 

いない 

平17厚労告419 

 ア 事業所における食事の提供に係る契約の適正な締結

を確保するため、次の手続を行うこと。 

 (ア) 契約の締結にあたっては、利用者又は家族に対し、

契約の内容について文書により事前に説明を行うこ

と。 

(イ) 契約の内容について、利用者から文書により同意を

得ること.。 

(ウ) 食事の提供に係る利用料について、具体的内容、金

額の設定及び変更に関し、運営規程への記載を行うと

ともに事業所の見やすい場所に掲示を行うこと。 

イ 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る

費用に相当する額を基本とすること。 
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⑤ 宿泊に要する費用の額については、次の指針に沿って

いますか。

いる 

いない 

平17厚労告419 

ア 事業所における滞在に係る契約の適正な締結を確保

するため、次の手続を行うこと。 

(ア) 契約の締結に当たっては、利用者又は家族に対

し、契約の内容について文書により事前に説明を行

うこと。 

(イ) 契約の内容について、利用者から文書により同意

を得ること。 

 (ウ) 宿泊に係る利用料について、具体的内容、金額の

設定及び変更に関し、運営規程への記載を行うとと

もに事業所の見やすい場所に掲示を行うこと。 

イ 宿泊に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それ

ぞれ次の額を基本とすること。 

(ア) 居室のうち定員が１人のもの 

室料及び光熱水費に相当する額 

(イ) 居室のうち定員が２人以上のもの 

光熱水費に相当する額 

ウ 宿泊に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべ

き事項は、次のとおりとすること。 

(ア) 利用者が利用する施設の建設費用（修繕費用、維

持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案す

ること。） 

(イ) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水

費の平均的な費用 

 ⑥ ③の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又は家族に対し、サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⒀④準用）

平12老振75・老健

122  ※ 交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用

者又は家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者

の同意を得なければなりません。 

 ※ 日常生活費等に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又は家族に対し、サービスの内容及び費用

の額について懇切丁寧に説明を行い、利用者の同意を得な

ければなりませんが、同意については、利用者及び事業者

双方の保護の立場から、サービス内容及び費用の額を明示

した文書に、利用者の署名を受けることにより行うものと

します。 

 この同意書による確認は、日常生活費等の実費の受領の

必要が生じるごとに、受領のたびに逐次行う必要はなく、

利用又は入所の申込み時の重要事項説明に際し、日常生活

費等に係る具体的なサービスの内容及び費用の額につい

て説明を行い、これらを明示した同意書により包括的に確

認をすることが基本となりますが、以後同意書に記載され

ていない日常生活費等について別途受領する必要が生じ

たときは、その都度、同意書により確認するものとします。

 ※ 日常生活費等に係るサービスについては、運営基準に基

づき、サービスの内容及び費用の額を運営規程において定

めなければならず、また、サービスの選択に資すると認め

られる重要事項として、事業所の見やすい場所に掲示しな

くてはなりません。 
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 ⑦ サービスの提供に要した費用につき、支払を受ける際、

利用者に対し、領収証を交付していますか。

いる 

いない 

法第42条の2第9項

（第41条第8項準用）

施行規則第65条の5

（第65条準用） 

施行規則第85条の4

（第65条準用） 

※ 領収証には、サービスの提供に要した費用の額・食事の

提供に要した費用の額・滞在に要した費用の額・その他の

費用の額を区分して記載しなければなりません。 

また、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用

ごとに区分して記載しなければなりません。 

１１  

保険給付の請求

のための証明書

の交付 

利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行える

よう、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る

利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を利用者に対して交付していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4⒁準用） 

１２  

指定看護小規模

多機能型居宅介

護の基本取扱方

針 

① 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、目標を設定し、計画的にサービスを行っていますか。

いる 

いない 

条例第196条第1項

② 事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型

居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常

にその改善を図っていますか。

いる 

いない 

条例第196条第2項

１３ 

指定看護小規模

多機能型居宅介

護の具体的取扱

方針 

① 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図り

つつ、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及

び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当

適切にサービスを行っていますか。

いる 

いない 

条例第197条第1号

平18-0331004 

第3の八の4⑴① 

※ 制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能

ですが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用は必

ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの回

数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価

を受けることが必要です。 

 ※ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、弾力的なサービス

提供が基本であることから、宿泊サービスの上限は設けて

いません。 

重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を

受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えら

れます。 

しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の

利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、適切に

サービスが利用できるよう調整を行うことが必要です。

② 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの

役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが

できるよう配慮してサービスを提供していますか。

いる 

いない 

条例第197条第2号

③ サービスの提供に当たっては、看護小規模多機能型居

宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことがで

きるよう必要な援助を行っていますか。

いる 

いない 

条例第197条第3号

④ 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの

提供等について、理解しやすいように説明を行っていま

すか。

いる 

いない 

条例第197条第4号

平18-0331004 

第3の八の4⑴② 

※ サービスの提供等とは、看護小規模多機能型居宅介護

計画の目標及び内容や行事及び日課等も含みます。 
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 ⑤ 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少な

い状態が続いていませんか。

いる 

いない 

条例第197条第7号

平18-0331004 

第3の八の4⑴④ ※ 登録定員のおおむね３分の１以下が目安です。登録定員

が25人の場合は、通いサービスの利用者が８人以下であれ

ば、著しく少ない状態といえます。 

 ⑥ 登録者が通いサービスを利用していない日において

は、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による

見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるた

めに適切なサービスを提供していますか。

いる 

いない 

条例第197条第8号

平18-0331004 

第3の八の4⑴⑤ 

 ※ 適切なサービスとは、通いサービス及び訪問サービスを

合わせて概ね週４回以上行うことが目安です。 

※ 訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を

適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪

問サービスの回数に含めて差し支えありません。 

 ⑦ サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な

連携により、及び看護小規模多機能型居宅介護計画に基

づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥

当適切に行っていますか。

いる 

いない 

条例第197条第9号

 ⑧ サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、

適切な看護技術をもって、サービスの提供を行っていま

すか。

いる 

いない 

条例第197条第10号

平18-0331004 

第3の八の4⑴⑥ 

 ※ 「適切な看護技術」とは、医学の進歩に沿った適切な看

護技術をもって対応できるよう、新しい技術の修得等、研

鑽を積むことを定めたものであり、医学の立場を堅持し、

広く一般に認められていない看護等をおこなってはいけ

ません。 

 ⑨ 特殊な看護を行っていませんか。 いない 

いる 

条例第197条第11号

１４ 

身体的拘束等の

禁止 

① 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行っていま

せんか。

いる 

いない 

条例第197条第5号

平18-0331004 

第3の八の4⑴③ 

 ※ 身体拘束禁止の対象となる具体的行為 

ア 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四

肢をひも等で縛る。 

 平13老発155 

1 

身体拘束ゼロへの

手引き イ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛

る。 

ウ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレー

ル）で囲む。 

エ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢

をひも等で縛る。 

オ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は

皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミ

トン型の手袋等をつける。 

カ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしな

いように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルを

つける。 

 キ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるよう

な椅子を使用する。 

ク 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つな

ぎ服）を着せる。 
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ケ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用さ

せる。 

コ 自分の意思で開けることのできない療養室等に隔離

する。 

※ 身体拘束の廃止を実現していく取組みは、ケア全体の質

の向上や生活環境の改善のきっかけとなるものであり、身

体拘束廃止を最終目標とするのではなく、身体拘束廃止に

取り組む過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、

よりよいケアの実現に取り組んでください。 

② 管理者及び従業者は、身体拘束廃止を実現するために

正確な事実認識を持っていますか。また、そのための意

識啓発に努めていますか。

いる 

いない 

平13老発155 

2、3 

 ③ 管理者は、管理者及び各職種の従業者で構成する身体

拘束廃止委員会などを設置し、事業所全体で身体拘束廃

止に取り組むとともに、改善計画を作成していますか。

いる 

いない 

平13老発155 

5 

 ※ 改善計画に盛り込むべき内容 

ア 事業所内の推進体制 

イ 介護の提供体制の見直し 

ウ 緊急やむを得ない場合を判断する体制・手続き 

エ 事業所の設備等の改善 

オ 事業所の従業者他の関係者の意識啓発のための取組

み 

カ 利用者の家族への十分な説明 

キ 身体拘束廃止に向けての数値目標 

④ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その内

容等について利用者又はその家族に対してできる限り詳

細に説明し、十分な理解を得るように努めるとともに、

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録していますか。

いる 

いない 

条例第197条第6号

平18-0331004 

第3の八の4⑴③ 

※ 身体的拘束等の記録は、５年間保存しなければなりませ

ん。 

 条例第201条第2項

１５ 

主治の医師との

関係 

① 当該事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師

の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、

必要な管理をしていますか。

いる 

いない 

条例第198条第1項

 ※ 当該事業所の保健師又は看護師は、利用者の主治医が発

行する訪問看護指示の文書（以下「指示書」という）に基

づき看護サービスが行われるよう、主治医との連絡調整、

看護サービスの提供を担当する看護師等の監督等必要な

管理を行わなければいけません。 

 平18-0331004 

第3の八の4⑵① 

 ※ なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療してい

る医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付

を受けることはできません。 

 ② 事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の

医師による指示を文書で受けていますか。

いる 

いない 

条例第198条第2項

 ※ 利用対象者は、その主治医が看護サービスの必要性を認

めたものに限られるものであることを踏まえ、事業者は、

サービスの提供の開始に際しては、指示書の交付を受けな

ければいけません。 

 平18-0331004 

第3の八の4⑵② 

 ③ 事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護

計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、

看護サービスの提供に当たって主治の医師と密接な連携

いる 

いない 

条例第198条第3項



看護小規模多機能型居宅介護 

18 / 78

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

を図っていますか。

 ※ 事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治医と連携を図

り、適切なサービスを提供するため、定期的に看護小規模

多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護

報告書を主治医に提出しなければいけません。 

 平18-0331004 

第3の八の4⑵③ 

 ※ 看護サービスの提供に当たっては、特に医療施設内の場

合と異なり、看護師等が単独で行うことに十分留意すると

ともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治

医との密接かつ適切な連携を図ってください。 

 平18-0331004 

第3の八の4⑵④ 

 ※ 事業所が病院又は診療所である場合にあっては、②・③

の規定にかかわらず主治の医師の文書による指示及び看

護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への

記載をもって代えることができます。 

 条例第18条第4項 

平18-0331004 

第3の八の4⑵⑤ 

 ※ 事業所が病院又は診療所である場合には、主治医の指示

は診療記録に記載されるもので差し支えありません。 

 ※ また、看護小規模多機能型居宅介護報告書についても看

護記録等の診療記録への記載で差し支えありません。 

１６  

居宅サービス計

画の作成 

① 管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス

計画の作成に関する業務を担当させていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼ 

（第3の四の4⑹①

②準用） 
※ 登録者の居宅サービス計画は、事業所の介護支援専門員

に作成させてください。 

このため、指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を開

始した場合には、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員から変更することとなります。 

※ 事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員が通常行っている業務を行わなければな

りません。 

※ 居宅サービス計画は、５年間保存してください。  条例第201条第2項

② 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の具体的取扱方

針に沿って居宅サービス計画を作成していますか。

いる 

いない 

平18厚労令34第182

条（同第74条第2項）

１７  

法定代理 

受領サービスに

係る報告 

地域密着型介護サービス費又は居宅介護サービス費を利

用者に代わり事業者に支払うための手続きとして、毎月、

国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画におい

て位置付けられている指定居宅サービス等のうち、法定代

理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載

した給付管理票を提出していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑺準用） 

１８  

利用者に対する

居宅サービス計

画等の書類の交

付 

登録者が事業者を変更した場合に、変更後の事業者が滞

りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことができ

るよう、登録者が他の事業者の利用を希望する場合その他

登録者からの申出があった場合には、登録者に対し、直近

の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付

していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑻準用） 

１９  

看護小規模多機

能型居宅介護計

画の作成 

① 管理者は、介護支援専門員に、看護小規模多機能型居

宅介護計画の作成に関する業務を担当させていますか。

いる 

いない 

条例第199条第1項

平18-0331004 

第3の八の4⑶① ※ 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成及びその実施

に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することと

ならないように留意してください。 

 ② 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ

行っていますか。

いる 

いない 

条例第199条第2項

平18-0331004 

第3の八の4⑶② 

 ※ 計画作成は利用者ごとに、介護支援専門員が行うもので
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あるが、看護小規模多機能型居宅介護計画のうち看護サー

ビスに係る記載については、看護師等と密接な連携を図っ

てください。 

 ※ なお、看護サービスに係る計画とは、利用者の希望、主

治医の指示、看護目標及び具体的なサービス内容等を含み

ます。 

 ③ 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たって

は、地域における活動への参加の機会の提供等により、

利用者の多様な活動の確保に努めていますか。

いる 

いない 

条例第199条第3項

平18-0331004 

第3の八の4⑶③ 

 ※ 多様な活動とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じ

たレクリエーション、行事、園芸、農作業などの利用者の

趣味又は嗜好に応じた活動等をいいます。 

 ④ 介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議の

上、援助の目標、目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画

を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々

の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪

問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行っ

ていますか。

いる 

いない 

条例第199条第4項

 ⑤ サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

するため、介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者

又は家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。

いる 

いない 

条例第199条第5項

平18-0331004 

第3の八の4⑶④ 

 ⑥ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画

を作成した際には、利用者に交付していますか。

いる 

いない 

条例第199条第6項

 ※ 交付した看護小規模多機能型居宅介護計画は、５年間保

存しなければなりません。 

 条例第201条第2項

 ⑦ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護

計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行

い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変

更を行っていますか。

いる 

いない 

条例第199条第7項

 ⑧ 看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う場合

も、②～⑦に沿って行っていますか。

いる 

いない 

条例第199条第8項

 ⑨ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準第13条第12号において、「介護支援専門員は、居宅サ

ービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対

して、指定居宅サービス等基準において位置付けられて

いる計画の提出を求めるものとする」と規定しているこ

とを踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護事業所におい

て短期利用居宅介護費を算定する場合で、居宅介護支援

事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画に

基づきサービスを提供している看護小規模多機能型居宅

介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指

定居宅介護支援事業者から看護小規模多機能型居宅介護

計画の提供の求めがあった際には、当該看護小規模多機

能型居宅介護計画を提供することに協力するよう努めて

いますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑶⑤ 



看護小規模多機能型居宅介護 

20 / 78

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

 ⑩ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した

看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しています

か。

いる 

いない 

条例第199条第9項

平18-0331004 

第3の八の4⑶⑥ 

 ⑪ 事業者は、主治医との連携を図り、適切な看護サービ

スを提供するため、看護小規模多機能型居宅介護計画及

び看護小規模多機能型居宅介護報告書を定期的に主治医

に提出していますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑶⑥ 

 ※ 看護師等（准看護師を除く）は、看護小規模多機能型居

宅介護報告書に、訪問を行った日、提供した看護内容、サ

ービス提供結果等を記載してください。なお、当該報告書

は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的

に提出するものをいい、当該報告書の記載と先に主治医に

提出した看護小規模多機能型居宅介護計画の記載におい

て重複する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇

所の記載を省略しても差し支えありません。 

２０ 

介護等 

① 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日

常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を

行っていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑽①準用）

 ※ サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応

じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送

ることが出来るようにサービスを提供し、必要な支援を行

ってください。その際、利用者の人格に十分に配慮してく

ださい。 

 ② 利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅

又はサービスの拠点における従業者以外の者による介護

を受けさせていませんか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑽②準用）

※ 事業所の従業者にサービスを行わせなければならず、例

えば、利用者の負担によってサービスの一部を付添者等に

行わせることがあってはなりません。 

  ただし、事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービ

スの利用に供することは差し支えありません。 

③ 事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能

な限り利用者と従業者が共同で行うよう努めていますか

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑽③準用）※ 利用者が従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作

業、レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行うこ

とにより良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中

で日常生活が送れるようにすることに配慮してください。

２１  

社会生活上の便

宜の提供等 

① 利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏

まえた社会生活の継続のための支援に努めていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑾①準用）※ 画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の外出

の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活

の継続のための支援に努めてください。 

 ② 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する

手続等について、その者又はその家族が行うことが困難

である場合は、その者の同意を得て、代わって行ってい

ますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑾②準用）

 ※ 郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続

等について、利用者又は家族が行うことが困難な場合は、

原則としてその都度、同意を得た上で代行しなければなり

ません。 

 ※ 特に金銭にかかるものについては書面等をもって事前
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に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認

を得てください。 

 ③ 常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めています

か。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⑾③準用）

 ※ 利用者の家族に対し、事業所の会報の送付、行事への参

加の呼びかけ等によって利用者と家族が交流できる機会

等を確保するよう努めなければなりません。 

２２ 

利用者に関する

市への通知 

サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する

場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知してい

ますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⒅準用） 

ア 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従

わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認

められるとき。 

イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は

受けようとしたとき。 

※ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及

び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護

状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者

については、市町村が、既に支払った保険給付の徴収又は

保険給付の制限を行うことができることに鑑み、事業者

が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町

村に通知しなければなりません。 

２３ 

緊急時等の対応

① 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運

営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やか

に主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機

関への連絡を行う等の必要な措置を講じていますか。 

いる 

いない 

条例第200条第1項

平18-0331004 

第3の八の4⑷ 

※ 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが

望ましいものとなります。 

※ 緊急時において円滑な協力を得るため、協力医療機関と

の間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 

 ② ①の従業者が看護職員である場合には、必要に応じて

臨時応急の手当てを行っていますか。

いる 

いない 

条例第200条第2項

２４ 

管理者の 

責務 

① 管理者は、従業者の管理及びサービスの利用の申込み

に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元

的に行っていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の4⑷準

用） ② 管理者は、従業者に運営に関する基準を遵守させるた

め必要な指揮命令を行っていますか。

いる 

いない 

２５ 

運営規程 

事業所ごとに、次の事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めていますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⒀準用） ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ※ 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、

規程を定めるに当たっては、人員基準上の員数を満た

す範囲において、「○人以上」と記載して差し支えあ

りません。 

ウ 営業日及び営業時間 

※ 事業所は、365日利用者の居宅生活を支援するもの

であり、休業日を設けることは想定していないことか

ら、営業日は365日と記載してください。 
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※ 訪問サービスは、利用者からの随時の要請にも対応

することから、24時間と記載してください。 

※ 通いサービス及び宿泊サービスは、それぞれの営業

時間を記載してください。 

エ 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利

用定員 

オ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

カ 通常の事業の実施地域 

※ 通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定

されるものとしてください。 

※ 通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の

観点からの目安であり、通常の事業の実施地域を越え

てサービスが行われることを妨げません。 

※ 通常の事業の実施地域は、事業者が任意に定めるも

のですが、市が定める日常生活圏域内は、少なくとも

通常の事業の実施地域に含めることが適当です。 

※ 事業所所在地の市町村の同意を得て事業所所在地

以外の他の市町村から指定を受けた場合には、他の市

町村の一部の日常生活圏域を事業の実施地域の範囲

に加えることもあります。 

キ サービス利用に当たっての留意事項 

ク 緊急時等における対応方法 

ケ 非常災害対策 

※ 非常災害に関する具体的計画を指します。 

  コ 虐待の防止のための措置に関する事項 

※ コについては経過措置が設けられており、令和６年

３月３１日までは努力義務とされています。 

サ  その他運営に関する重要事項 

２６ 

勤務体制の確保

等 

① 管理者及び従業者と労働契約を交わしていますか。労

働条件通知書等を書面で明示し交付していますか。

いる 

いない 

労働基準法第15条

労働基準法施行規

則第5条 ※ 雇用（労働）契約において、労働基準法により下記のよ

うな条件を書面で明示することとされています。 

⑴ 労働契約の期間 

⑵ 就業の場所・従事する業務の内容 

⑶ 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、

休暇等 

⑷ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び

支払の時期 

 ⑸ 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

⑹ 期間の定めのある契約を更新する場合の基準 

⑺ その他使用者が定める事項 

  (施行規則第5条第1項第4号の2から第11号まで) 

⑻ 昇給の有無（※1） 

⑼ 退職手当の有無（※1） 

⑽ 賞与の有無（※1） 

⑾ 相談窓口（※2） 
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 ※1 非常勤職員のうち、短時間労働者（１週間の所定

労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者

の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者）に該当

するものを雇い入れたときには、上記⑻、⑼及び⑽に

ついても文書で明示しなくてはなりません（平成２５

年４月１日施行）。 

 ※2 ※１と同様に文書で明示する項目に相談窓口（相

談担当者の氏名、役職、担当部署などを記載）が追加

されました（平成２７年４月１日施行）。 

 ② 利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業

所ごとに従業者の勤務の体制を定めていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の4⑹①準

用） 
※ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従

業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相

談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管

理者との兼務関係等を明確にしてください。 

③ 事業所の従業者によってサービスを提供しています

か。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の4⑹②準

用） 
※ 原則として、事業所の従業者によってサービスを提供す

るべきですが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を

及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うこと

が認められます。 

④ 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

していますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の4⑹③準

用） 
⑤ 従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

せるために必要な措置を講じていますか。 
いる 

いない 

※ 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を

有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるた

めに必要な措置を講じることを義務づけることとしたも

のであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力

を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護

を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から

実施するものです。 

※ 当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュ

ラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技

術を習得している者とすることとし、具体的には以下のと

おりです。 

 〇看護師 〇准看護師 〇介護福祉士 ・介護支援専門員 

 〇実務者研修修了者  〇介護職員初任者研修修了者 

 〇生活援助従事者研修修了者 〇介護職員基礎研修課程修了者

 〇訪問介護員養成研修課程一級・二級課程修了者 

 〇社会福祉士   〇医師  〇歯科医師 〇薬剤師 

〇理学療法士   〇作業療法士  〇言語聴覚士 

〇精神保健福祉士 〇管理栄養士  〇栄養士 

〇あん摩マッサージ師  〇はり師、きゅう師 等 

※ なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義

務とされています。事業者は、令和６年３月31日までに医

療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し、認知症

介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じてく

ださい。 

※ 事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を

有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用につい
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ては、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後

１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させて

ください（この場合についても、令和６年３月31日までは

努力義務で差し支えありません）。 

⑥ 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の4⑹④準

用） 

※ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和47年法律第113号）第11条第１項及

び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132 

号）第30条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場

におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメン

ト（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止

のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられ

ていることを踏まえ、規定したものです。 

※ 事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じ

ることが望ましい取組については、次のとおりとします。

 ① 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職

場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管

理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働

省告示第615号）及び事業主が職場における優越的な関

係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省

告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）

において規定されているとおりですが、特に留意された

い内容は以下のとおりです。 

ア 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけ

るハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確

化し、従業者に周知・啓発すること。 

イ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対

応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等

により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、労働者に周知すること。 

② 事業主が講じることが望ましい取組について 

ア 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備 

イ 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不

調への相談対応、行為者に対して１人で対応させな

い等） 

ウ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の

実施等、業種・業態等の状況に応じた取組） 

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカ

スタマーハラスメントの防止が求められていること

から、①（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必

要な措置を講じるにあたっては、「介護現場における

ハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）

研修のための手引き」等を参考にした取組を行うこと
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が望ましいです。この際、上記マニュアルや手引きに

ついては、以下の厚生労働省ホームページに掲載して

いるので参考にしてください。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html)

２７ 

定員の遵守 

① 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利

用定員を超えてサービスの提供を行っていませんか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⒁準用）  ※ 通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態

や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にそ

の利用定員を超えることはやむを得ないものとします。

 ＊ 「特に必要と認められる場合」としては、以下のよう

な事例等が考えられます。 

・ 登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において

通いサービスを提供したことにより、当該登録者が利用

した時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・ 事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊

室においてサービスを提供したことにより、通いサービ

スの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合

・ 登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供する

ため、通いサービスの利用者数が定員を超える場合 

・ 上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合

 ＊ 一時的とは、こうした必要と認められる事情が終了す

るまでの間をいいます。 

 ※ 災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

ではありません。 

② ①にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域

において、地域の実情により当該地域における看護小

規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市

長が認めた場合、登録定員並びに通いサービス及び宿

泊サービスの利用定員を超えてサービスの提供を行っ

ていますか。

該当なし

いない 

いる 

 ※ 事業者は、市長が認めた日から市町村介護保険事業計画

（法第117条第１項に規定する市町村介護保険事業計画を

いう。以下この項において同じ。）の終期まで（市が次期

の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に

代替となるサービスを整備するよりも既存の看護小規模

多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的で

あると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業

計画の終期まで）の間に限り、登録定員並びに通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定員を超えて看護小規模多機

能型居宅介護の提供を行うことができます。 

２８ 

非常災害対策 

① 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関

係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的

に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行っていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⒃準用） 

 ※ 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関へ

の通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対

策の万全を期さなければなりません。 

 ※ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等

の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をと

るよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や
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地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協

力してもらえるような体制作りを求めることとしたもの

です。 

 ※ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防計画（これ

に準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処

するための計画をいいます。計画の策定にあたっては、ハ

ザードマップ等を確認するなどしてください。 

  この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の

実施は、消防法の規定により防火管理者を置くこととされ

ている事業所にあってはその者に行わせてください。 

   また、防火管理者を置かなくてもよいこととされてい

る事業所においても、防火管理について責任者を定め、そ

の者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせて

ください。 

 介護サービス事業

者のための危機管

理マニュアル作成

指針（H30.4川口市

介護保険課) 

 ② 10 人以上の施設において、防火管理者を選任し、消防

計画の作成、防火管理業務を行っていますか。 

 基準に満たない事業所においても、防火管理について

の責任者を定めていますか。 

防火管理者の届出   年  月  日 

防火管理者・責任者 

職名・氏名 

消防計画の届出   年  月  日 

いる 

いない 

 ＜留意事項＞ 

・ 防火管理者が異動等で欠けた場合は、直ちに新たな有

資格者を選任し、所轄消防署に届出をしてください。

・ 防火管理者の業務 

  ① 消防計画の作成、届出 

  ② 消火・通報及び避難訓練実施 

  ③ 消防用設備等の点検及び整備 

    (業者の行う点検とは別) 

  ④ 火気使用又は取扱に関する監督 

  ⑤ その他防火管理に関する指導、研修等 

・ 消防計画に記載されている氏名等に変更があった場合

は速やかに変更し、所轄消防署の指導により届出をして

ください。 

・ 増改築を行った場合は、変更届を提出してください。

・ 消防計画は、消防法等で定める内容のほかに、地震防

災応急計画を含めて作成してください。（昭和 55 年社施

第 5号厚生省通知） 

・ 消防法に基づく「消防計画」にとどまらず、川口市地

域防災計画に基づき、大規模な災害の発生も想定した

「防災計画」を作成してください。 

 ③ 消防用設備等の点検を定期的に行っていますか。 

 また、カーテン、じゅうたん等は防炎性能を有するも

のとなっていますか。

いる 

いない 

 ※ 消防法令を遵守し、必要な届出をしているか、設備が備

えられているか、その他危険な箇所等が無いか点検してく

ださい。 

※ 消防署から指導があった事項は速やかに対応してくだ
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さい。 

 ④ 消防用設備は、専門業者による定期的な点検を行い届

出していますか。

 ◎点検年月日（年 2回実施） 

  ①     年 月 日  異常：あり・なし 

  ②     年 月 日  異常：あり・なし 

 ◎直近の消防署届出年月日：     年  月  日

いる 

いない 

 ※ 専門業者の点検が年２回必要です。年１回（総合点検時）

消防署に届出が必要です。（届出の控えを保管してください）。

※ 点検結果については、管理者等まで供覧してください。

※ 補修を要する箇所等がある場合、すみやかに補修を依頼

してください。 

※ 宿直者や夜間勤務者が夜間等における災害発生時に的

確に対応できるよう、受信機等は適切な場所に設置してく

ださい。 

※ 避難器具は、避難に際して容易に利用できるか、階段、

避難口等から適当な距離か、使用するのに安全な構造にし

てください。  

※ 誘導灯や誘導標識は、避難に際し必要な所に設けてくだ

さい。 

 ⑤ スプリンクラーヘッド直下又は周囲には空間を確保し

ていますか。

いる 

いない 

 ※ 標準型ヘッドの場合、直下４５ｃｍ、水平３０ｃｍ以上

空間を確保してください。 

※ エレクトリックパイプシャフト(EPS)など、スプリンク

ラーの設備がない空間に書類や物品を保管するなど倉庫

代わりに使用しないでください。 

 ⑥ 消防計画等を職員に周知していますか。 いる 

いない  ※ 消防計画を職員に配布したり、見えやすいところに掲示

してください。また、緊急連絡網は、職員に異動があった

場合には、そのつど整備し、職員に周知してください。

 ⑦ 職員間の非常時の際の連絡・避難体制は確保されてい

ますか。 

いる 

いない 

 ※ 避難場所の確保、避難方法等マニュアルなどで周知徹底

してください。 

※ 浸水等風水害時の対応についての体制を整備してくだ

さい。（洪水ハザードマップが配布されている場合は参考

にしてください） 

※ 「土砂災害警戒区域」、「地すべり危険個所」等土砂災害

が懸念される区域に当たっている場合は、連絡・避難体制

について市と十分な調整を行ってください。 

 ⑧ 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必

要な訓練を行っていますか。

いる 

いない 

 〇各訓練の実施状況 

項 目 
前年度 当年度 

実施日・届出日 実施日・届出日 

避難訓練 

１回目 ２回目 １回目 ２回目 

（想定時間）

（消防立ち合い）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）
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消火訓練 

１回目 ２回目 １回目 ２回目 

（想定時間）

（消防立ち合い）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

（ 日 中 ・ 夜 間 ）

（ 有 ・ 無 ）

通報訓練 

消防署届出

 ※ 消火訓練と避難訓練は、消防機関に訓練実施計画を届出

の上、それぞれ年間２回以上実施してください。 

※ 入所施設は、そのうち１回以上は、夜間または夜間を想

定した訓練を実施してください。 

※ 通報訓練は、年１回以上は実施するようにしてください

（励行）。 

※ 消防署と相談し、できるだけ年１回以上は消防署の協

力・指導を得るようにしてください。 

 ⑨ 利用者の避難時の態様、職員の反省点などを含め、訓

練の記録を作成し、次回の訓練等に活用していますか。

いる 

いない 

 ※ 訓練を実施した場合は、職員の反省事項、利用者の行

動・様子などを含め訓練の都度実施記録を作成し、次回以

降の訓練の参考にしてください。 

 特に、夜勤専門の職員がいる場合は、夜間又は夜間想定

の訓練の際に可能な限り参加させ、他の職員との役割分担

を明確にする必要があります。 

 ⑩ 利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時におい

て必要となる物資の備蓄に努めていますか。

いる 

いない 

川口市地域防災計画

（共通編） 

第2部第3章第6節第2

の6（食料、防災資機

材などの備蓄） 

※ 備えている

品目をチェッ

クしてくださ

い。 

〔備蓄物資〕〔管理担当者職名・氏名：       〕

１ 非常用食料（老人食等の特別食を含む)( 日分) 

２ 飲料水（ 日分） 

３ 常備薬（ 日分） 

４ 介護用品（おむつ、尿とりパッド等)( 日分) 

５ 照明器具 

６ 熱源 

７ 移送用具（担架・ストレッチャー等） 

 ⑪ ⑧の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めていますか。

いる 

いない 

 ※ 避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ

地域住民の参加が得られるよう努めてください。 

 ※ そのためには、地域住民の代表者等により構成される運

営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体

制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づく

りに努めることが必要です。 

 ※ 訓練実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体

的な指示を仰ぐ等、より実効性のあるものとしてくださ

い。 

 ⑫ 外部からの不審者の侵入に対する危機管理の観点から

現状を点検、課題を把握し、入所者等の安全を確保する

ための点検項目を定め職員に周知していますか。 

いる 

いない 

社会福祉施設等におけ

る防犯に係る安全の確

保について（平成28年9

月15日厚生労働省通知）

２９  

協力医療機関等

① 主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定め

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3
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ていますか。 の四の4⒅①準用）

 ※ 協力医療機関は、事業所から近距離にあることが望まれ

ます。 

 ② あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努め

ていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⒅①準用） ※ 協力歯科医療機関は、事業所から近距離にあることが望

まれます。 

 ③ サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対

応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病

院等のバックアップ施設との間の連携及び支援の体制を

整えていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の四の4⒅②準用）

 ※ これらの協力医療機関やバックアップ施設から、利用者

の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を

得るため、あらかじめ必要な事項を取り決めてください。

３０ 

衛生管理等 

① 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必

要な措置を講じていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑹ 

 ※ 手洗所等の従業者共用の布タオルは、感染源として感染

拡大の恐れがありますので、使用しないでください。 

※ 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回（ただし、

深夜業労働者等は６ヶ月以内ごとに1回）、定期に健康診断

を実施しなければなりません。 

 労働安全衛生法第

66条 

（調理設備） ② 調理は委託ですか、直接実施ですか。

→委託している場合、委託業者名等を記載してください。

業者名：                 

外部委託

直接実施

 ※ 現場責任者を配置してください。 

※ 委託業者が適正な衛生管理の下、調理を行っていること

について、定期に確認してください。 

※ 食材購入を含めた委託をしている場合、食材の検収を施

設の栄養士も関わり、定期的にチェックしてください。

 ア 嗜好調査、残食調査、給食会議等が行われ、その結

果が献立に反映されていますか。 

 →「いる」と回答した場合、記載してください。 

   ・嗜好調査：年   回実施   

   ・残食調査：あり・なし 

   ・給食会議：年   回実施 

いる 

いない 

 イ 給食日誌は記録されていますか。 いる 

いない 

 ※ 設長、管理者等は、定期的にチェックしてください。

 ウ 検食は食事の提供前に実施していますか。 いる 

いない 

 ※ 検食を食事前に行い、異味・異臭その他の異常が感じら

れる場合には、直ちに食事の提供を中止するなどの措置を

講ずることとされています。 

※ 検食は、調理員以外で実施してください。 

 エ 検食簿は作成していますか。 いる 

いない 

 ※ 検食簿には、検食日、検食時間、検食者の職名・氏名、

検食内容（メニュー等）、検食結果等が記載されているか

確認してください。 
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 オ 給食施設設置届を保健所に届け出ていますか。

 →「いる」と回答した場合、記載してください。 

   ・届出年月日：     年   月   日 

   ・食品衛生責任者 職名：

            氏名：         

いる 

いない 

 ※ 食品衛生責任者を変更した場合、変更届が必要です。

※ 給食施設については、健康増進法に基づく給食施設開始

届出も義務付けられています。 

 カ 調理室及び食材等の管理は、次のとおり適切に行わ

れていますか。

  行っているものにチェックをしてください。 

いる 

いない 

  □ 調理室及び食品庫の管理は適切に行っていますか。

また、清掃チェック表に記録していますか。 

 □ 調理施設は床面及び内壁のうち床面から 1ｍまで

は１日に 1回以上、施設の天井及び内壁のうち床面か

ら 1ｍ以上は 1月に 1回以上清掃していますか。 

〔食品保管庫の清掃  年   回〕 

  □ 調理関係職員は、毎日の健康調査を行い、記録して

いますか。 

 □ 調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日清潔なも

のに交換されていますか。また、個人の衛生状態を確

認し、記録していますか。 

  □ オープニング・クロージングチェック表はあります

か。 

 □ 使用水は、始業前・調理作業終了後に検査（塩素濃

度、色、濁り、におい、異物）し、記録していますか。

  □ 井戸水等の水道事業以外の水を使用する場合、公的

検査機関等に依頼して年 1回以上水質検査を実施し

ていますか。 

 □ 包丁、まな板等は用途別及び食品別の使い分けをし

ていますか。 

 □ 発注書・納品書を整理し、保管していますか。 

  □ 納品時に食材料の検収（品質、鮮度、品温、異物の

混入等）を行い、その結果を記録していますか。 

 □ 原材料の保管温度は適切ですか。 

 □ 原材料について、納入業者が定期的に実施する微生

物及び理化学検査の結果を提出させていますか。 

  □ 室温及び冷凍・冷蔵設備内温度を記録しています

か。 

 □ 加熱調理食品は、中心温度を測定し、結果を記録し

ていますか。（中心部 3点以上測定。75℃以上で 1分

間以上加熱。ノロウィルス汚染の恐れのある食品の場

合は 85℃以上） 

 □ 調理終了後 30 分を超えて提供される食品の保存温

度は、病原菌の増殖を抑制するため 10℃以下又は

65℃以上で管理されていますか。 

 □ 検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに約

50g を清潔な容器に入れ、－20度以下で 2週間以上保

存していますか。 

  □ ネズミ、昆虫等の発生状況を 1月に 1回以上点検し

ていますか。また、ネズミ、昆虫の駆除を半年に 1
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回以上（発生を確認した時はその都度）実施し、その

記録を保管していますか。 

 □ 手洗い設備は、各作業区域の入り口手前に設置され

ていますか。また、石鹸、ペーパータオル、爪ブラシ

等が設置されていますか。 

 □ ガス漏れ警報機は設置されていますか。 

 □ 便所、休憩室及び更衣室は、食品を取り扱う場所と

必ず区分されていますか。 

 □ 下処理は汚染作業区域で行い、非汚染作業区域を汚

染しないようにしていますか。 

 キ 保健所の立ち入り検査は行われていますか。

 →保健所の立ち入り検査について記載してください。

   ・直近の立ち入り検査日：   年  月  日

   ・指摘内容：

   ・改善状況：

いる 

いない 

 ク 調理関係職員の検便は毎月適切に行われています

か。

いる 

いない 

 ※ 非常勤職員、パート職員も毎月漏れなく実施してくだ

さい。 

※ 腸管出血性大腸菌(Ｏー１５７）の検査も実施してく

ださい。（10 月～3月には、必要に応じノロウィルス検

査も含めてください。） 

 ケ 調理従事者等が下痢･嘔吐･発熱などの症状があった

時、手指等に化膿創があった時は調理作業に従事させ

ていませんか。

いる 

いない 

（入浴設備） ③ 施設でどのような浴槽を使用していますか。 

(Ⅰ) 循環式浴槽(連日使用型)  基

換水頻度 

回/  日

使用  

(Ⅱ) 循環式浴槽(毎日完全換水型)  基 使用  

(Ⅲ) 非循環式浴槽(連日使用型)  基

換水頻度 

回/  日

使用  

(Ⅳ) 非循環式浴槽 (毎日完全換水型)  基 使用  

(Ⅴ) 非循環式浴槽(利用者毎に完全換水型)  基 使用  

【入浴サービスにおける事故防止について】 

介護を要する者に対する入浴サービスについては、常

に事故の危険性があること、たとえ短時間であっても職

員が目を離すことは重大な事故につながる恐れがあるた

め、次の事項を実施するよう努めていますか。

 入浴介助における

安全確保の徹底に

ついて 

（平成30年10月15

日川福監発第44号）

 ア 利用者の入浴中に職員の見守りがなくなる時間はあり

ませんか。

イ 事故などが発生した場合に備え、複数の職員で対応す

る等、安全な介助体制を確保していますか。

ウ 施設ごとの入浴介助におけるマニュアルを整備し、定

期的に職員に周知していますか。

ない 

ある 

いる 

いない 

いる 

いない 
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エ 入浴機器の利用に当たっては、操作・使用説明書を確

認し、安全装置の利用漏れや点検漏れがないか確認し、

適切な使用方法を職員に対して周知していますか。

オ 新規採用職員や経験の浅い職員に対しては、マニュア

ルの内容や突発事故が発生した場合の対応について研修

を実施していますか。

※ 入浴中の事故の例 

複数の利用者の入浴サービスを行っているなか、入浴中

の利用者から目を離し、他の利用者の介助を行った結果、

入浴中の利用者が溺れてしまった。 

いる 

いない 

いる 

いない 

 ※ 入浴施設等を安心して利用できるよう、レジオネラ症の

発生防止のため衛生管理を徹底しなければなりません。管

理計画を立てて、消毒・換水・清掃などを記録し、保管し

てください。 

 ④ 浴槽水の水質検査（レジオネラ属菌等）を実施してい

ますか。

→直近の検査日、検査項目、結果を記載してください。

いる 

いない 

レジオネラ症を予防

するために必要な措

置に関する技術上の

指針（厚生労働省告示

第264号） 

循環式浴槽における

レジオネラ症防止対

策マニュアルについ

て（H27.3.31改訂）

 (Ⅰ)【循環式浴槽(連日使用型)】 

→循環式浴槽（連日使用型）については年２回以上のレジ

オネラ属菌等の検査を実施してください。 

 ①実施日：     年   月   日 

  結 果：                  

 ②実施日：     年   月   日 

  結 果：                  

 (Ⅱ)【循環式浴槽(毎日完全換水型)】 

→循環式浴槽（毎日完全換水型）については年１回以上の

レジオネラ属菌等の検査を実施してください。 

  実施日：     年   月   日 

  結  果：                  

 (Ⅲ)【非循環式浴槽(連日使用型)】 

→非循環式浴槽を連日使用する場合は年１回以上のレジ

オネラ属菌等の検査を実施してください。 

  実施日：     年   月   日 

  結 果：

 (Ⅳ)【非循環式浴槽(毎日完全換水型)】 

→非循環式浴槽を毎日完全に換水して使用する場合にお

いても、年１回以上のレジオネラ属菌等の検査を実施し

てください。 

  実施日：     年   月   日 

  結 果：  

 (Ⅴ)【非循環式浴槽(利用者ごとに完全換水型)】 

→非循環式浴槽で入浴者ごとに換水する場合においても、

年１回以上のレジオネラ属菌等の検査を実施してくだ

さい。 

  実施日：     年   月   日 

  結 果： 

 ⑤ 塩素濃度を測定し、残留塩素濃度を適切に保っていま

すか。

いる 

いない 
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 ※ レジオネラ属菌の消毒には塩素が有効です。浴槽水中の

遊離残留塩素濃度は、入浴者数、薬剤の注入時間等により

大きく変動します。塩素濃度は頻繁に測定・記録し、適切

に管理してください。塩素濃度は通常 0.2～0.4ｍｇ/㍑程

度に保ってください。 

※ ④(Ⅰ)から(Ⅳ)の 浴槽水は残留塩素濃度の測定が必

要です。 

 ⑥ 測定・換水・清掃・消毒等の実施状況を記録・保管し

衛生状況を管理していますか。

いる 

いない 

 ※ 循環式浴槽のろ過装置内でレジオネラ属菌はアメーバ

ーなどに寄生し増殖します。浴槽や配管の内壁にできるぬ

めりでレジオネラ属菌が定着します。 

 ⑦ 循環式浴槽がある場合、ろ過装置前に設置してある集

毛器の清掃・洗浄を毎日行っていますか。

いる 

いない 

 ※ 貯湯槽や配管はお湯の滞留時間が長いため、低水温では

レジオネラ属菌が増殖しやすい環境になります。 

※ 冷却等の冷却水にレジオネラ属菌が増殖すると多量の

菌が飛散することがあります。また、加湿装置がレジオネ

ラ属菌に汚染されると室内に菌が飛散することがありま

す。 

 ⑧ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに次に掲げる措置を講じるよう努めていますか。 

  なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改

正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けて

おり、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされて

います。

いる 

いない 

ア 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（感染対策委員会）をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図っていますか。

いる 

いない 
平18-0331004 

第3の八の4⑹（第3

のニのニの3⑼準

用） 

※ 感染対策委員会は、感染対策の知識を有する者を含む、

幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症

対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的

に参画を得ることが望ましいです。構成メンバーの責任及

び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決め

ておくことが必要です。感染対策委員会は、利用者の状況

など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期

的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案し

て必要に応じ随時開催する必要があります。

※ 感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができます。この際、「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守し

てください。 

※ なお、感染対策委員会は、他の委員会と一体的に設置・

運営することとして差し支えありません。また、事業所に

実施が求められますが、他のサービス事業者との連携等に

より行うことも差し支えありません。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し

ていますか。

いる 

いない

※ 指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定しま

す。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の



看護小規模多機能型居宅介護 

34 / 78

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防

策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡

大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係

課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定されま

す。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関

係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要で

す。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介

護現場における感染対策の手引き」を参照してください。

ウ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施していますか。

いる 

いない 

※ 研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を

普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づ

いた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものに

してください。 

※ 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業

所が定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新

規採用時には感染対策研修を実施することが望ましいで

す。また、研修の実施内容についても記録することが必要

です。 

※ なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の

職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用す

るなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業

所の実態に応じ行うこと。 

※ また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、

発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期

的（年１回以上）に行うことが必要です。訓練においては、

感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対

応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分

担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施

してください。 

※ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いません

が、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせなが

ら実施することが適切です。 

 ※ 衛生管理等については、上記のほかに、次の点に留意し

てください。 

ア 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等に

ついて、必要に応じて保健所の助言、指導を求めると

ともに、常に密接な連携を保つこと。 

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症

対策、レジオネラ症対策等については、その発生及び

まん延を防止するための措置について、別途通知等が

発出されているので、これに基づき、適切な措置を講

じること。 

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

３１  

掲示 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤

務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供する

サービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した

直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示

状況）等のその他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(25)準用）

ア 事業所の見やすい場所とは、事業所の見やすい場所と

は、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利
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用者又はその家族に対して見やすい場所のことです。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤

ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲

示することを求めるものではありません。 

※ 重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用

申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で事

業所内に備え付けることで掲示に代えることができます

３２ 

秘密保持等 

① 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又は家族の秘密を漏らしていませんか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(26)①②③

準用） 
② 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じていますか。

いる 

いない 

※ 従業者でなくなった後においても秘密を保持すべき旨

を、雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを

置くなどの措置を講じてください。 

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得

ていますか。

いる 

いない 

※ 同意は、サービス提供開始時に利用者及び家族から包括

的な同意を得ておくことで足りるものです。 

 ④ 「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」に基づき、利用者及び家族の個人情報を適切に

取り扱っていますか。

〔参考〕個人情報の保護に関する法律（平15年法律第57号）

 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」（平29.4.14厚労省） 

いる 

いない 

３３ 

広告 

広告の内容は、虚偽又は誇大なものとなっていませんか。いる 

いない 

平18厚労令34第182

条（同第3条の34）

３４ 

居宅介護支援事

業者に対する利

益供与の禁止 

居宅介護支援事業者又は従業者に対し、利用者に特定の

事業者によるサービスを利用させることの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与していませんか。 

いる 

いない 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(27)準用）

３５ 

苦情処理 

① 提供したサービスに係る利用者及び家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(28)①準

用） ※ 必要な措置とは、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、

苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らか

にし、利用申込者又は家族にサービスの内容を説明する文

書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載する

とともに、事業所に掲示すること等です。 

 ② 苦情を受け付けた場合には、苦情の内容等を記録して

いますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼ 

(第3の一の4(28)②

準用) 
※ 利用者及び家族からの苦情に対し、事業者が組織として

迅速かつ適切に対応するため、苦情の受付日、その内容等

を記録してください。 

 ※ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報で

あるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質
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の向上に向けた取組を行うことが必要です。 

 ※ 苦情内容等の記録は、５年間保存しなければなりません

 ③ 提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件

の提出・提示の求め又は市の職員からの質問・照会に応

じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力

するとともに、市から指導・助言を受けた場合において

は、指導・助言に従って必要な改善を行っていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼ 

(第3の一の4(28)③

準用) 

④ 市からの求めがあった場合には、改善の内容を報告し

ていますか。

いる 

いない 

⑤ 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から指導・助言を受けた場合は、

指導・助言に従って必要な改善を行っていますか。

いる 

いない 

⑥ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、改善の内容を報告していますか。

いる 

いない 

３６ 

調査への 

協力等 

提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、

妥当適切なサービスが行われているかどうかを確認するた

めに市が行う調査に協力するとともに、市から指導・助言

を受けた場合は、指導・助言に従って必要な改善を行って

いますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼(第3

の四の4⒆準用) 

 ※ 事業が小規模であること等から、利用者からの苦情がな

い場合にも、市が定期的又は随時に調査を行うこととし、

市の行う調査に協力し、市の指導・助言に従って必要な改

善を行わなければなりません。 

 ※ 市の求めに応じ、運営規程の概要や勤務体制、管理者及

び介護支援専門員等の資格や研修の履修状況、利用者が

負担する料金等の情報について提出し、これらの情報につ

いて自ら一般に公表するよう努めてください。 

３７ 

地域との連携等

① サービスの提供に当たっては、運営推進会議を設置し、

概ね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運

営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議

から必要な要望、助言等を聴く機会を設けていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の3⑼準

用） 

 ※ 運営推進会議とは、利用者、利用者の家族、地域住民の

代表者、事業所が所在する市の職員又は事業所が所在する

区域を管轄する地域包括支援センターの職員、看護小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成

される協議会です。 

 ※ 運営推進会議は、利用者、市職員、地域住民の代表者等

に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすること

により、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地

域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保

を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が

自ら設置すべきものです。 

※ 地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人

クラブの代表等が考えられます。 

※ 運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができます。ただし、利用者又はその家族が参加する場合

にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければなりません。 

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
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のガイダンス」、「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守してください。 

※ 運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置さ

れているか、確実な設置が見込まれることが必要です。

 ※ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症

対応型共同生活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所）等を併設している場合においては、１

つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うこと

で差し支えありません。 

 ※ また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワー

ク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合

においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催し

て差し支えありません。 

 ア 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライ

バシーを保護すること。 

 イ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

ただし、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる

範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に

所在する事業所であっても差し支えありません。 

 ※ 看護小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以

上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所

が自らサービスについて評価・点検（自己評価）を行うと

ともに、当該自己評価結果について、運営推進会議におい

て第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこ

ととし、実施にあたっては以下の点に留意してください。

  また、運営推進会議の複数の事業所の合同開催について

は、合同で開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進

会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外

部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行ってください

 イ 自己評価は、①事業所のすべての従業者が自ら提供す

るサービス内容について振り返りを行い、②その上で他

の従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互

に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要と

なる取組等について話し合いを行うことにより、看護小

規模多機能型居宅介護事業所として提供するサービス

について個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全

体の質の向上につなげていくことを目指すものです。

 ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行

った自己評価結果に基づき、当該事業所で提供されてい

るサービスの内容や課題等について共有を図るととも

に、利用者、市職員、地域住民の代表者等が第三者の観

点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明

らかにすることが必要です。 

 ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組

を行う場合には、市職員又は地域包括支援センター職

員、指定看護小規模多機能型居宅介護に知見を有し公

正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。

 ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者

の家族へ提供するとともに、「介護サービスの情報公表

制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し

公表することが考えられますが、法人のホームページへ

の掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への
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掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等に

より公表することも差し支えありません。 

 ホ 指定看護小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自

己評価及び外部評価の在り方については、平成26年度老

人保健健康増進等事業「複合型サービスにおける自己評

価・外部評価のあり方に関する調査研究事業」（三菱Ｕ

ＦＪリサーチ＆コンサルティン株式会社）を参考に行う

ものとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な

手法により行ってください。 

 ② 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等につ

いて記録を作成するとともに、記録を公表していますか。

いる 

いない 

 ※ 運営推進会議における報告等の記録は、５年間保存しな

ければなりません。 

 条例第201条第2項

③ 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図っ

ていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の二の二の3⑼③準

用）  ※ 地域に開かれた事業として行われるよう、事業者は、地

域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う

等の地域との交流に努めなければなりません。 

 ④ 事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する

利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力する

よう努めていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(26)④準用）

 ※ 介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市

との密接な連携に努めてください。 

 ※ 市が実施する事業には、介護相談員派遣事業のほか、広

く市が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協

力を得て行う事業が含まれるものです。 

 ⑤ 事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対してサービスを提供する場合には、同一の建物に居

住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行う

よう努めていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(26)⑤準用）

 ※ 大規模な高齢者向け集合住宅と同一の建物に所在する

事業所が集合住宅に居住する高齢者にサービスを提供す

る場合、いわゆる囲い込みによる閉鎖的なサービス提供が

行われないよう、地域包括ケア推進の観点から地域の利用

者にもサービス提供を行うことに努めてください。 

３８ 

居住機能を担う

併設施設等への

入居 

可能な限り、利用者が居宅において生活を継続できるよ

う支援することを前提としつつ、利用者が施設等へ入所等

を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行える

よう、必要な措置を講ずるよう努めていますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼(第3

の四の4⒇準用) 

 ※ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、重度になったら居

住機能を担う施設へ移行することを前提とするサービス

ではなく、可能な限り利用者が在宅生活を継続できるよう

支援するものであることから、利用者が併設施設等へ入所

等を希望した場合は、円滑にそれらの施設への入所等が行

えるよう努めなければなりません。 

３９ 

事故発生時の対

応 

① 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した

場合は、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(30)①・③

準用）  ※ 利用者が安心してサービスの提供を受けられるよう、事
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故発生時の速やかな対応を規定したものです。 

 ※ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した

場合の対応方法については、あらかじめ定めておくことが

望まれます。 

 ※ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐた

めの対策を講じてください。 

 ② 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

していますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(30)準用） ※ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した

場合には、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等

に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、事

故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければなりません。 

 ※ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記

録は、５年間保存しなければなりません。 

 ③ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(30)②準

用） 
※ 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害

賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが

望まれます。 

４０  

会計の区分 

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定看護小規模

多機能型居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区

分していますか。 

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑼（第3

の一の4(32)準用）

※ 具体的な会計処理の方法については、「介護保険の給付

対象事業における会計の区分について」（平成13年３月28

日老振発第18号）を参考にしてください。 

４１ 

業務継続計画の

策定 

① 感染症及び非常災害が発生した場合において、利用者

に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を継続

的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていますか。

いる 

いない 

平18-0331004 

第3の八の4⑸ 

 ※ 当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附

則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月31 日までの間は、努力義務とされています。 

 ② 従業者に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施していますか。

いる 

いない 

 ※ 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、

基準第３条の30 の２に基づき事業所に実施が求められる

ものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えありません。 

※ 感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り

組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあ

たっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望

ましいです。 

※ 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年

１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別

に研修を実施することが望ましいです。また、研修の実施

内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計

画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修と一体的に実施して差し支えありません。
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※ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が

発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計

画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が

発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以

上）に実施するものとします。なお、感染症の業務継続計

画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練と一体的に実施することも差し支えありま

せん。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、

非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し

支えありません。 

※ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないもの

の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせなが

ら実施することが適切です。 

③ 業務継続計画には、以下の項目を定めていますか。 いる 

いない 

※ なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業

所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続

ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害

発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。

また、想定される災害等は地域によって異なるものであ

ることから、項目については実態に応じて設定してくださ

い。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定

することは妨げません。 

 ※ 業務継続計画に定める項目 

 ア 感染症にかかる業務継続計画 

 ⑴ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向け

た取組の実施、備蓄品の確保等） 

 ⑵ 初動対応 

 ⑶ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触

者への対応、関係者との情報共有等） 

イ 災害にかかる業務継続計画 

⑴ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等

のライフラインが停止した際の対策、必要品の備蓄等）

⑵ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

⑶ 他施設及び地域との連携 

④ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて 

業務継続計画の変更を行っていますか。 

いる 

いない 

４２ 

虐待の防止 

 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる観点

から措置を講じていますか。 

いる 

いない 
平18-0331004 

第3の八の4⑺

・ 虐待の未然防止 

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常

に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、研修等

を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要があり

ます。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養

介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理

していることも重要です。

・ 虐待等の早期発見 

従業者は、虐待又は虐待に準ずる事案を発見しやすい立

場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要

な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周

知等）がとられていることが望ましいです。また、利用者

及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村
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への虐待の届出について、適切に対応してください。

・ 虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報

される必要があり、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が

行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めてくださ

い。

 以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐

待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次

に掲げる事項を実施してください。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省

令附則第２条において、３年間の経過措置を設けており、令

和６年３月31日までの間は、努力義務とされています。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委

員会（虐待防止検討委員会）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図っていますか。

（委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ

ます。）

いる 

いない 

※ 虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見

に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広

い職種で構成してください。構成メンバーの責務及び役割

分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要

である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として

積極的に活用することが望ましいです。

※ 虐待等の事案については、虐待等に係る事情が複雑かつ

機微なものであることが想定されるため、その性質上、一

概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個

別の状況に応じて慎重に対応することが重要です。 

※ 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えあ

りません。また、事業所に実施が求められるものですが、

他のサービス事業者との連携により行うことも差し支え

ありません。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことが可能です。この際、「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守してください。 

※ 虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項に

ついて検討することとする。その際、そこで得た結果（事

業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図ってください。 

ア  虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

イ  虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ウ  虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

エ  虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に

関すること 

オ  従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅

速かつ適切に行われるための方法に関すること 

カ  虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得ら
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れる再発の確実な防止策に関すること 

キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての

評価に関すること 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備してい

ますか。 

いる 

いない 

※ 指針には、次のような項目を盛り込んでください。

イ  事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ  虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ハ  虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ  虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ホ  虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

ヘ  成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト  虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ  利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ  その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施していますか。 

いる 

いない 

※ 従業者に対する虐待の防止のための研修の内容として

は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するものであるとともに、指針に基づき、虐待の

防止の徹底を行うものとしてください。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、指針に基

づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以

上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止

のための研修を実施することが重要です。 

また、研修の実施内容を記録することも必要です。研修

の実施は、事業所内での研修で差し支えありません。

④ ①～③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を

置いていますか。 

いる 

いない 

※ 虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げ

る措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが

必要です。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責

任者と同一の従業者が務めることが望ましいです。

４３ 

記録の整備 

① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ていますか。

いる 

いない 

条例第201条第1項

 ② 利用者に対するサービスの提供に関する次の記録を整

備し、その完結の日から５年間保存していますか。

いる 

いない 

条例第201条第2項

ア 居宅サービス計画 

イ 看護小規模多機能型居宅介護計画 

ウ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

エ 主治医による指示の文書 

オ 看護小規模多機能型居宅介護報告書 

カ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

キ 市への通知に係る記録 

ク 苦情の内容等の記録 

ケ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

コ 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録

  ※ 「完結の日」とは、個々の利用者につき、契約の終了（契

約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用

者の自立を含む。）により一連のサービス提供が終了した
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日です。運営推進会議の記録については、会議を開催し、

報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日です。 

※ 事業所が病院又は診療所である場合には、主治の医師に

よる指示の文書及び看護小規模多機能型居宅介護報告書

については、診療記録の保存で差し支えありません。 

４４ 

電磁的記録

① 作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行

うことが規定されている又は想定されるもの（被保険者証

に関するものを除く）については、書面に代えて、次に掲

げる当該書面に係る電磁的記録により行っていますか。 

いる 

いない 

該当なし

条例第204条 

第1項 

※ 電磁的記録による作成は、事業所等の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気デ

ィスク等をもって調製する方法によること。 

平18-0331004 

第5の1 

※ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法による

こと。 

 ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方法 

 イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み

取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方法 

※ 被保険者証に関するもの及び下記2に規定するもの以外

において電磁的記録により行うことができるとされてい

るものは、上記ア及びイに準じた方法によること。 

※ 電磁的記録により行う場合は、「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

② 交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、書面で行うことが

規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の

相手方の承諾を得て、書面に代えて、次に掲げる電磁的方

法により行っていますか。 

いる 

いない 

該当なし

条例第204条 

第2項 

※ 電磁的方法による交付は、次の規定に準じた方法による

こと。 
平18-0331004 

第5の2

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに

掲げるもの  

  ア 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又は

その家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気

通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された前項に規定する重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供

し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録す

る方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は

受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨

を記録する方法） 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製するファイルに前項に規定す
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る重要事項を記録したものを交付する方法 

 ⑶ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファ

イルへの記録を出力することにより文書を作成するこ

とができるものでなければならない。 

 ⑷ 「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 ⑸ 事業者は、重要事項を提供しようとするときは、あら

かじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

  ア ①及び②の方法のうち事業所が使用するもの 

  イ ファイルへの記録の方式 

 ⑹ 承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又は

その家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によって

してはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族

が再び承諾をした場合は、この限りでない。 

ア 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用

者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。 

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣

府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

イ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約
関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押

印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。

  なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣

府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

ウ その他、電磁的方法によることができるとされているも

のは、ア・イに準じた方法によること。ただし、基準若し

くは予防基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定

めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

第５ 変更の届出等 

１ 

変更の届出等 

① 次の事項等に変更があったときは、10日以内に川口市

長（介護保険課）に届け出ていますか。

いる 

いない 

法第78条の5第1項、

第115条の15第１項

施行規則第131条の

13第1項、第2項 
ア 事業所の名称及び所在地 

イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表

者の氏名、生年月日、住所及び職名 

ウ 申請者の登記事項証明書又は条例等（事業所が法人以

外のものの開設する診療所であるときを除く。） 

エ 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所の

いずれかの別 

オ 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 

カ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

キ 運営規程 

ク 協力医療機関の名称及び診療科目並びに契約の内容

（協力歯科医療機関があるときは、その名称及び診療科

目並びに契約の内容を含む） 

ケ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連

携体制及び支援の体制の概要 

コ 介護支援専門員の氏名及び登録番号     
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② 休止した事業を再開したときは、10日以内に、再開し

た年月日を川口市長に届け出ていますか。

いる 

いない 

法第78条の5第１

項、第115条の15第1

項 

施行規則 

第131条の13第3項

③ 事業を廃止又は休止しようとするときは、次の事項を、

廃止又は休止の日の１月前までに、市長に届け出ていま

すか。

いる 

いない 

法第78条の5第2項、

第115条の15第2項

施行規則第131条の

13第4項 ア 廃止又は休止しようとする年月日 

イ 廃止又は休止しようとする理由 

ウ 現にサービスを受けている者に対する措置 

エ 休止の場合は、予定期間 

第６ 介護給付費関係 

１ 

基本報酬の算定

① 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者（当

該事業所と同一建物に居住する者を除く。）について、登

録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間１月

につきそれぞれ所定単位数を算定していますか。

いる 

いない 

平 18 厚労告 126 

別表 4注１、2 

 ② 同一建物に居住する者に対して行う場合 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に

居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応

じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数

を算定していますか。

いる 

いない 

該当なし

 ※ 看護小規模多機能型居宅介護費は、当該看護小規模多機

能型居宅介護事業所へ登録した者について、登録者の居住

する場所及び要介護度区分に応じて、登録している期間１

月につきそれぞれ所定単位数を算定します。 

月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了し

た場合には、登録していた期間（登録日から当該月の末日

まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単

位数を算定することとします。 

また、月途中から看護小規模多機能型居宅介護事業所と

同一建物ではない建物に転居した場合には、居住していた

期間に対応した単位数を算定することとします。 

これら算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が看護

小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日で

はなく、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際

に利用開始した日となります。 

また、「登録終了日」とは、利用者が看護小規模多機能

型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した日です。

 平 18 留意事項 

第 2の 9（1） 

 ※ 「同一建物」とは、当該看護小規模多機能型居宅介護事

業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢

者向け住宅に限る。）を指すものです。具体的には、当該

建物の一階部分に看護小規模多機能型居宅介護事業所が

ある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が

該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣

接する場合は該当しません。 

 また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の

管理、運営法人が当該看護小規模多機能型居宅介護事業所
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の小規模多機能型居宅介護事業者と異なる場合であって

も該当します。 

 ③ 短期利用居宅介護費について、厚生労働大臣が定める

基準に適合するものとして市長に届け出た事業所におい

て指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、要

介護区分に応じて、利用１日につきそれぞれの所定単位

数を算定していますか。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4注 3 

平 18 留意事項 

第 2の 9（2） 

※ 厚生労働大臣が定める基準 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

数が、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登

録定員未満であること。 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用する

ことが必要と認めた場合であって、指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認

めた場合であること。 

平 27 厚労告 95 

第 74 号 

 ウ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者

の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得な

い事情がある場合は14日以内）の利用期間を定めること

エ 指定地域密着型サービス基準第171条に定める従業者

の員数を置いていること。 

オ 「サービス提供が過小である場合の減算」を算定して

いないこと。 

 ※ 宿泊室については、以下の式において算出した数の宿泊

室が短期利用の登録者において活用できるものとします。

（短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式） 

・ 当該事業所の宿泊室の数×（当該事業所の登録定員－

当該事業所の登録者の数）÷当該事業所の登録定員（小

数点第１位以下四捨五入） 

  例えば、宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者の

数が20人の場合、９×（25－20）÷25＝1.8となり、短

期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室とな

ります。このため、宿泊室数が9室、登録定員が25 人の

事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少

なくとも登録者の数が23人以下である場合のみ算定可

能です。 

２ 

サービス提供が

過少である場合

の減算 

① 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通

いサービス、訪問サービス、及び宿泊サービスの算定月

における提供回数については、登録者（短期利用居宅介

護費算定者を除く）1人当たり平均回数が、週4回に満た

ない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を

算定していますか。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4注 4 

平 18 留意事項 

第2の9（3） 

② 「登録者一人当たりの平均回数」は、暦月ごとに以下

のアからウまでの算定方法に従って算定したサービス提

供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者

数を乗じたもので除したものに、７を乗ずることによっ

て算定していますか。

いる 

いない 

 ア 通いサービスは、１人の登録者が１日に複数回通い

サービスを利用する場合にあっては複数回を算定して

いますか。

いる 

いない 
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 イ 訪問サービスは、１回の訪問を１回のサービス提供

として算定していますか。（指定看護小規模多機能型居

宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、

登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけを行った場

合も訪問サービスの回数に含めて可。また、訪問サー

ビスには訪問看護サービスも含まれます。）

いる 

いない 

 ウ 宿泊サービスについては、１泊を１回として算定し

ていますか。（通いサービスに引き続いて宿泊サービス

を行う場合はそれぞれ１回として可）

いる 

いない 

③ 登録者が月途中に利用を開始又は終了した場合は、利

用開始日の前日以前又は利用終了日の翌日以降の日数に

ついては上記の日数の算定より控除していますか。

いる 

いない 

④ 登録者が入院した場合の入院日（入院初日及び退院日

を除く。）についても同様の取扱いとしていますか。

いる 

いない 

３ 

人員基準減算・

定員超過利用 

登録者の数又は定めるところにより、減算をしてい

ますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 別

表 4注 1 

平 18 留意事項 

第 2の 1（8） 
〔従業者(通い・訪問サービスに当たる者)による減算〕 

※ 基準を満たさない場合は、所定単位数の70/100で算定し

ます。 

イ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて

減少した場合 

 ⇒ その翌月から人員基準欠如が解消されるに至

った月まで利用者全員について減算 

ロ 人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内

で減少した場合 

 ⇒ その翌々月から人員基準欠如が解消されるに

至った月まで利用者の全員について減算 

 ※ 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用

者等の数については、当該年度の前年度（毎年4月1日に始

まり、翌年3月31日をもって終わる年度）の平均を用いま

す。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等

の延数（1日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者

（短期利用居宅介護を算定する者を含む。）の数の最大値

を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数とし

ます（小数点第2位以下切り上げ）。 

 〔看護師又は准看護師・計画作成担当者の人員基準欠如に係

る減算〕 

 ※ 基準を満たさない場合は、所定単位数の70/100で算定し

ます。 

  看護師又は准看護師及び計画作成担当者の人員基準欠

如については、その翌々月から人員基準欠如が解消される

い至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が減

算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たす

に至っている場合を除く。）。 

 〔夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員〕 

 ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合

に、その翌月において利用者等の全員について、減算する

こととする。 

 イ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が人

員基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して

発生した場合 
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 ロ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が人

員基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した

場合 

 〔定員超過利用〕  平 18 留意事項 

第 2の 1（6） ※ 月平均の利用者の数が運営規程に定められている登録

定員を超えている場合は、所定単位数の70/100で算定しま

す。 

 ※ この場合の登録者の数は、1月間（暦月）の利用者の数

の平均を用います。この場合、1月間の登録者の数の平均

は、当該月の全登録者の延数を当該月の日数で除して得た

数とします（小数点以下切上げ）。 

 ※ 登録者の数が、定員超過利用の基準に該当することとな

った事業所については、その翌月から定員超過利用が解消

されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位

数が減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌

月から通常の所定単位数が算定されます。 

 ※ 定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解

消を行うよう指導します。当該指導に従わず、定員超過利

用が2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を

除き、指定の取消しを検討するものとします。 

４ 

サービス種類の

相互算定関係 

① 登録者が、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特

定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、小

規模多機能型居宅介護費は、算定していませんか。

いない 

いる 

平 18 厚労告 126 

別表 4注 7 

② 登録者が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にお

いて、指定看護小規模多機能型居宅介護を受けている間

は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定看護小規

模多機能型居宅介護を行った場合に、看護小規模多機能

型居宅介護費を算定していませんか。 

いない 

いる 

平 18 厚労告 126 

別表 4注 8 

５ 

訪問看護体制減

算 

厚生労働大臣が定める基準に適合している者として市長

に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては、訪問看護体制減算として、要介護１、要介護２又は

要介護３である者については１月につき９２５単位を、要

介護４である者については１月につき１，８５０単位を、

要介護５である者については１月につき２，９１４単位を

所定単位数から減算していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4注 11 

平 18 留意事項 

第 2の 9（8） 

 ※ 厚生労働大臣が定める基準 

イ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所における利用者（短期利用居

宅介護費を算定している者を除く）の総数のうち、主治

の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者

の占める割合が１００分の３０未満であること。 

   ① 上記イにおける利用者の割合については、以下のア

に掲げる数をイで掲げる数で除して、算定日が属する

月の前３月間当たりの割合を算出してください。 

    ア 指定看護小機多機能型居宅介護事業所において、

主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供し

た時利用者数。 

    イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業における

実利用者の総数。 
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  ロ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のう

ち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合

が１００分の３０未満であること。 

   ② 上記ロにおける利用者の割合については、以下のア

に掲げる数をイで掲げる数で除して、算定日が属する

月の前３月間当たりの割合を算出してください。 

    ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数。 

    イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る実利用者の総数。 

  ハ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のう

ち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が１０

０分に５未満であること。 

   ③ 上記ハにおける利用者の割合については、以下のア

に掲げる数をイで掲げる数で除して、算定日が属する

月の前３月間当たりの割合を算出してください。 

    ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る特別管理加算を算定した実利用者数。 

    イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る実利用者の総数。 

   ④ 上記①～③までに規定する割合の算出において、当

該事業所が提供する看護サービスを２回以上利用し

た者又は当該事業所で当該加算を２回以上算定した

者であっても、１として数えてください。そのため、

①～③までに規定する割合の算出において、利用者に

は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を現

に利用していない者も含むことに留意してください。

    また、算定日が属する月の前３月間において短期利

用居宅介護費のみを算定したものは含みません。 

６ 

医療保険の訪問

看護を行う場合

の減算 

指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者

の主治の医師が、当該者が末期の悪性腫瘍その他別に厚生

労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある

旨の指示を行った場合は、要介護１、要介護２又は要介護

３である者については１月につき９２５単位を、要介護４

である者については１月について１，８５０単位を、要介

護５である者については１月について２，９１４単位を所

定単位から減算していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4注 12、注 13

平 18 留意事項 

第 2の 9（9）（10）

※ 厚生労働大臣が定める疾病等 

  多発性硬化症、無症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化

症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフ

ィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳

皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの

重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ

度又はⅢ度以上のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線

条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレー

ガー症候群をいう。）プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ラ

イソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、

球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免

疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
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指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者

の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を

除く）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問

看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当

該支持の日数に、要介護１、要介護２又は３である者につ

いては１日につき３０単位を、要介護４である者について

は１日につき６０単位を、要介護５である者については１

日につき９５単位を乗じて得た単位数を所定単位から減算

していますか。 

いる 

いない 

該当なし

 ※ 看護サービスは、主治の医師による指示若しくは主治

の医師の判断に基づいて交付された指示書の有効期間

内に行われるものであること。 

 ※ 末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の

患者について、医療保険の給付の対象となる訪問看護を

行う場合には、所定単位数から減算します。 

 ※ 月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月

途中から医療保険の対象外となる場合には、医療保険の

給付の対象となる期間に応じて単位数を減算してくだ

さい。 

  なお、医療保険の給付の対象となる期間については、

主治の医師による指示に基づくものとします。 

 ※ 利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護

を行う必要がある旨の特別指示又は特別指示書の交付

があった場合は、公布の日から１４日間を限度として医

療保険の訪問看護の給付対象となるものであり、当該月

における当該特別指示の日数に応じて減算となります。

 ※ 医療機関における特別指示については、頻回の訪問看

護が必要な理由、その期間等については、診療録に記載

しなければならない。 

７ 

初期加算 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日か

ら起算して30日以内の期間及び30日を超える病院又は診療

所への入院後に指定小看護規模多機能型居宅介護の利用を

再び開始した場合については、１日につき所定の単位数を

算定していますか。（短期利用居宅介護費を算定している者

を除く。） 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表4ハ注 

８ 

認知症加算 

別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定看護小規

模多機能型居宅介護を行った場合には１月につきそれぞれ

の所定単位数を算定していますか。（短期利用居宅介護費を

算定している者を除く。） 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ニ注 

平27厚労告94 

第52号 

※ 厚生労働大臣が定める登録者 

（１）認知症加算（Ⅰ） 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認

められることから、介護を必要とする認知症の者 

□ 

 （２）認知症加算（Ⅱ） 

 要介護２である者であって、周囲の者による日常生活に

対する注意を必要とする認知症の者 

□ 

 ※ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認

められることから、介護を必要とする認知症の者とは、

認知症日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する者を指す

ものとしていますか。

いる 

いない 

平 18 留意事項 

第 2の 9（12） 
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 ※ 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認

知症の者とは、日常生活自立度Ⅱに該当する者を指すも

のとしていますか。

いる 

いない 

９ 

認知症行動・心

理症状緊急対応

加算 

  短期利用居宅介護費について、医師が、認知症の行動・心

理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急

に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当

であると判断した者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介

護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限

度として、１日につき所定単位数を加算していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ホ 

 ※ 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機

能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指す

ものです。 

 平 18 留意事項 

第 2の 9⒀ 

 ※ 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認め

られ、緊急に短期利用（短期利用居宅介護費）が必要であ

ると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受入

事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期

利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合に算定するこ

とができます。本加算は医師が判断した当該日又はその次

の日に利用を開始した場合に限り算定できます。 

 ※ この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではなく、医

療機関における対応が必要であると判断される場合にあ

っては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行う

ことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必

要があります。 

 ※ 次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）

を開始した場合には、当該加算は算定できません。 

・ 病院又は診療所に入院中の者 

・ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入

院中又は入所中の者 

・ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生

活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共

同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地

域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の

者 

 ※ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記

録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日

付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス

計画書に記録しておくこと。 

 ※ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が

「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入

れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利

用開始後８日目以降の短期利用（短期利用居宅介護費）の

継続を妨げるものではないことに留意すること。 

１０ 

若年性認知症利

用者受入加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て市長に届け出た事業所において、若年性認知症利用者に

対して看護小規模多機能型居宅介護を行った場合には１月

につき所定単位数を算定していますか。（短期利用居宅介護

費を算定している者を除く。） 

但し、認知症加算を算定している場合は算定できません。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ヘ 

 ※ 厚生労働大臣が定める基準 

  受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第 2

 平 27 厚労告 95 

第 18 号 
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条第 6号に規定する初老期における認知症によって要介

護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当

者を定めていること。 

 ※ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を

定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じ

たサービス提供を行ってください。 

 平 18 留意事項 

第 2の 9⒁（第 2 の

3 の 2⒁準用） 

１１ 

栄養アセスメン

ト加算 

  看護小規模多機能型居宅介護費について、次に掲げるいず

れの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して、管

理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者

ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する

ことをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、

１月につき所定単位数を加算していますか。 

  ただし、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受

けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属す

る月は、算定できません。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ト 

 ・ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理

栄養士を１名以上配置していますか。 
いる 

いない 

・ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者（１２において「管理栄養士等」

という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利

用者又はその家族等に対してその結果を説明し、相談等に

必要に応じ対応していますか。 

いる 

いない 

 ・ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、

栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しています

か。 

いる 

いない 

・  定員超過利用・人員基準欠如に該当していませんか。 いない 

いる 

 ※ 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメント

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として

行われることに留意してください。 

 平 18 留意事項 

第 2の 9⒂（第 2 の

3 の 2⒂準用） 

 ※ 当該事業所の職員として、又は他の介護事業所（栄養ア

セスメント加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護

保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規

定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常

勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又

は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会

が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連

携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものである

こと。 

 ※ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、以下の

ア～エに掲げる手順により行うこと。あわせて、利用者の

体重については、１月毎に測定すること。 

 ア 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握

すること。 

 イ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食

形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握

を行うこと。 

 ウ ア及びイの結果を当該利用者又はその家族に対して説

明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄

養食事相談、情報提供等を行うこと。 
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 エ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者

については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善

加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依

頼すること。 

 ※ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄

養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービ

スが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算

定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメ

ントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供

が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定

月でも栄養改善加算を算定できます。 

 ※ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用い

て行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等に

ついては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」を参照されたい。 

 ※ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報

及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた

栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の

提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果

を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一

連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質

の管理を行うこと。 

 ※ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及び

その有する能力の維持向上に資するため、適宜活用される

ものである。 

１２ 

栄養改善加算 

  看護小規模多機能型居宅介護費について、次に掲げるいず

れの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄

養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、

栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、３

月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき所

定単位数を加算していますか。 

ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の

栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サ

ービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につ

いては、引き続き算定することができます。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4チ 

 ・ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理

栄養士を１名以上配置していますか。 
いる 

いない 

 ・ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等

が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも

配慮した栄養ケア計画を作成していますか。 

いる 

いない 

 ・ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利

用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを

行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録し

ていますか。 

いる 

いない 

 ・ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し

ていますか。 
いる 

いない 

 ・定員超過利用・人員基準欠如に該当していませんか。 いない 

いる 

 ※ 栄養改善加算の算定にかかる栄養改善サービスの提供

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として

行われることに留意してください。 

 平 18 留意事項 

第 2の 9⒃（第 2 の

3 の 2⒃準用） 
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 ※ 当該事業所の職員として、又は他の介護事業所（栄養ア

セスメント加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護

保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規

定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常

勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又

は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会

が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連

携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものである

こと。 

 ※ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のア～オのいず

れかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必

要と認められる者としていますか。 

  ア ＢＭＩが１８．５未満である者 

  イ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者

又は「地域支援事業の実施について」（平成１８年６月

９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストの No.(11)の項目が「１」

に該当する者 

  ウ 血清アルブミン値が３.５g／dl 以下である者 

  エ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

  オ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認

められる者 

※ なお、次のような問題を有する者については、上記ア～

オのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認してく

ださい。 

 ・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリスト

の口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項

目において「１」に該当する者などを含む。） 

 ・ 生活機能の低下の問題 

 ・ 褥瘡に関する問題 

 ・ 食欲の低下の問題 

 ・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもり

に関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「１」

に該当する者などを含む。） 

 ・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連す

る(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「１」に

該当する者などを含む。） 

 ・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)

から(25)の項目において、２項目以上「１」に該当する

者などを含む。） 

〔栄養改善サービスの提供の手順〕 

① 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把

握していますか。 
いる 

いない 

② 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ご

との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状

態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメ

ント」という。）を行っていますか。 

いる 

いない 

③ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食

事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題

等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を

作成していますか。 

いる 

いない 
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④ 作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービス

の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を

得ていますか。 

いる 

いない 

※ 栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型通所介護計

画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画

の作成に代えることができます。 

⑤ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに

栄養改善サービスを提供していますか。 
いる 

いない 

⑥ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事

の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題

を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当

該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境

等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする

者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供し

ていますか。 

いる 

いない 

⑦ 栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計

画を修正していますか。 
いる 

いない 

⑧ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活

機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに体重を測定す

る等により栄養状態の評価を行っていますか。 

いる 

いない 

⑨ ⑧の評価の結果を当該利用者を担当する介護支援専門

員や主治の医師に対して情報提供していますか。 
いる 

いない 

⑩ ⑧の評価の結果、栄養改善加算を算定できる利用者の

要件のいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄

養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効

果が期待できると認められるものについては、継続的に

栄養改善サービスを提供していますか。 

いる 

いない 

※ サービスの提供の記録において、利用者ごとの栄養ケア

計画に従い、管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記

録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のた

めに利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はありま

せん。 

１３ 

口腔・栄養スク

リーニング加算

看護小規模多機能型居宅介護費について、別に厚生労働

大臣が定める基準に適合する事業所の従業者が、利用開始

時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリ

ーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、

次に掲げる区分に応じ、１回につき所定単位数を加算して

いますか。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

は、次に掲げるその他の加算は算定できません。 

また、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・

栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定できま

せん。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4リ注 

平 27 厚労告 95 

第 19 の 2 号 

平 18 留意事項 

第 2の 9⒄（第 2 の

3 の 2⒄準用） 

 ⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)     20単位 □

 ⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)     ５単位 □

 【厚生労働大臣が定める基準】 

 ・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 

  以下の①～⑤のいずれにも該当すること。 

① 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康

状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に

関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下している

おそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含

いる 

いない 
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む。）を介護支援専門員に提供していますか。

② 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態に

ついて確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当

該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改

善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支

援専門員に提供していますか。

いる 

いない 

 ③ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していませんか。 いない 

いる 

④ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定して

いる又は栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを

受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月でないですか。

いない 

いる 

⑤ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能

向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向

上サービスが終了した日の属する月ですか。

いる 

いない 

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 

 以下の①、②いずれかに該当すること。 

① (Ⅰ)における基準①及び③～⑤に該当していますか。 いる 

いない 

② (Ⅰ)における基準②及び③～⑤に該当していますか。 いる 

いない 

※ 口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリー

ニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下

「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意

してください。 

※ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに

当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を

行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供してく

ださい。 

〇 確認する事項 

ア 口腔スクリーニング 

⑴ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者

⑵ 入れ歯を使っている者 

⑶ むせやすい者 

イ 栄養スクリーニング 

⑴ ＢＭＩが18.5 未満である者 

⑵ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる

者又は「地域支援事業の実施について」（平成18 年

６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知）

に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「１」

に該当する者 

⑶ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者 

⑷ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

※ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所につ

いては、サービス担当者会議で決定することとし、原則と

して、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング

又は栄養スクリーニングを継続的に実施してください。

※ 口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄

養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能

向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必
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要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算

の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定

できるます。 

１４ 

口腔機能 

向上加算 

 次の基準にも適合しているものとして市長に届け出て、口

腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者

に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別

的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下

機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心

身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下

「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔

機能向上加算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限

度として１回につき次に掲げる所定単位数を算定していま

すか。 

いる

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ヌ注 

平 18 留意事項 

第2の9⒅（第2の3の2

⒅準用） 

 (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150 単位 □ 

 (2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160 単位 □ 

 ※ ただし、口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)は同時に算定できま

せん。 

また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用

者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機

能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる

利用者については、引き続き算定することができます。

 【厚生労働大臣が定める基準】 

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)   

次のア～オのいずれにも該当していますか。 

ア 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置

していること。 

 イ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、

歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指

導計画を作成していること。 

いる 

いない 

  ウ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴

覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス

を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記

録していること。 

  エ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を

定期的に評価すること。 

 オ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

 【厚生労働大臣が定める基準】 

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)   

次のア・イのいずれにも該当していますか。 

ア (1)のア～オまでに掲げる基準のいずれにも適合して

いること。 

イ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の

情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実

施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

いる 

いない 

 〔口腔機能向上加算を算定できる利用者〕 

  口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のア～ウま

でのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービ

スの提供が必要と認められる者としていますか。 

いる

いない 

 ア 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３

項目のいずれかの項目において「１」以外に該当する
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者 

  イ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、

(14)、(15)の３項目のうち、２項目以上が｢１｣に該当

する者 

  ウ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれの

ある者

 ※ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要

する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援

専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、

受診勧奨などの適切な措置を講じてください。 

 ※ 利用者が歯科医療を受診している場合であって、次のア

又はイのいずれかに該当する場合にあっては、本加算は算

定できません。 

 ア 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食

機能療法を算定している場合  

 イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機

能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔

機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練

の指導若しくは実施」を行っていない場合 

〔口腔機能向上サービスの提供の手順〕 

① 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握していま

すか。 

いる

いない 

② 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員

が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機

能に関する解決すべき課題の把握を行っていますか。 

いる

いない 

③ 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等

を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成しています

か。 

いる

いない 

④ 作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔

機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説

明し、その同意を得ていますか。 

いる

いない 

 ※ 口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を看護小規

模多機能型居宅介護計画の中に記載する場合は、それをも

って口腔機能改善管理指導計画に代えることができます。

⑤ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯

科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サ

ービスを提供していますか。 

いる

いない 

⑥ 口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば

直ちに当該計画を修正していますか。 

いる

いない 

⑦ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者

の生活機能の状況を検討し、概ね３月ごとに口腔機能の

状態の評価を行っていますか。 

いる

いない 

⑧ ⑦の評価の結果について、当該利用者を担当する介護

支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報

提供していますか。 

いる

いない 

⑨ ⑦の評価の結果、次のア又はイのいずれかに該当する

者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向

上又は維持の効果が期待できると認められるものについ

ては、継続的に口腔機能向上サービスを提供しています

か。 

いる

いない 
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 ア 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事接取等の口

腔機能の低下が認められる状態の者 

  イ 口腔機能向上サービスを継続しないことにより、口

腔機能が著しく低下するおそれのある者

 ※ サービスの提供の記録において、利用者ごとの口腔機能

改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看

護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当

該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者

の口腔機能を定期的に記録する必要はありません。 

※ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用い

て行うこととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等

については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」を参照してください。 

※ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報

及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた

口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基

づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、そ

の評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）

の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービス

の質の管理を行ってください。 

１５ 

退院時共同指導

加算 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院

中又は入所中の者が退院するにあたり、指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導を行った

後、当該者の退院又は退所後、当該者に対する初回の訪問

看護サービスを行った場合に、当該退院又は退所につき１

回（厚生労働大臣が定める状態にあり、特別な管理を必要

とする利用者については２回）に限り、所定単位数を加算

していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ル注 

平 18 留意事項 

第 2の 9（19）（第 2

の 2⑿準用） 

 ※ 厚生労働大臣が定める状態 

 次のいずれかに該当する状態。 

  イ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指

導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けてい

る状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを

使用している状態。 

  ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導

管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導

管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状

態。 

  ハ 人工肛門又は人口膀胱を設置している状態。 

  ニ 真皮を超える褥瘡の状態。 

  ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる

状態。 

 ※ 当該加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介

護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに

あたり、看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護師等

が退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退所

後、初回の訪問看護サービスを実施した場合に、１人の

利用者に当該者の退院又は退所につき１回（厚生労働大
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臣が定める状態にある利用者について、複数日に退院時

共同指導を行った場合には２回）に限り、当該加算を算

定できます。この場合は、初回の訪問看護サービスを実

施した日の属する月に算定してください。 

  なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を

行っている場合においても算定可能です。 

 ※ ２回の算定が可能である利用者に対して複数の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能

型居宅介護事業所又は訪問看護ステーションが退院時共

同指導を行う場合は、１回ずつの算定も可能です。 

 ※ 複数の事業所が退院時共同指導を行う場合には、主治の

医師の属する保険医療機関又は介護老人保健施設若しく

は介護医療院に対し、他の事業所等における退院時共同

指導の実施の有無について確認してください。 

 ※ 当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看

護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当

該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に

医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看

護における当該加算は算定できません（２回算定できる

場合を除く）。 

  ※ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を看護小規模

多機能型居宅介護記録書に記録すること。 

１６ 

緊急時訪問看護

加算 

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して２

４時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問する

こととなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制に

ある場合には、緊急時訪問看護加算として、１月につき所

定単位をに加算していますか。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ヲ注 

平 18 留意事項 

第 2の 9（20）（第 2

の 2⑻準用） 

※ 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する

意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業

所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービスを

受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的

に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制に

ある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を

得た場合に加算する。 

※ 介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った

日の属する月の所定単位数に加算するものとする。 

なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に

訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用し

た場合の当該各サービスにける緊急時訪問看護加算並び

に同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当

該訪問看護における 24 時間対応体制加算は算定できない

こと。 

※ 1 人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。

このため、緊急時訪問看護加算に係る訪問看護サービスを

受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用

者に対して、他の事業所から緊急時対応訪問看護加算に係

る訪問看護を受けていないか確認すること。 

※ 当該加算の算定に当たっては、届出を受理した日から算

定するものとする。 

 １７ 

 特別管理加算 

指定看護小規模多機能型居宅介護に関し特別な管理を必

要とする利用者対して、訪問看護サービスの実施に関する

計画的な管理を行った場合は、別に厚生労働大臣が定める

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ワ注 
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区分に応じて、１月につき次に掲げる所定単位数を特別管

理加算として加算していますか。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次の掲げるその他の加算は算定できません。

 特別管理加算（Ⅰ） ５００単位   □ 

 特別管理加算（Ⅱ） ２５０単位   □ 

〔厚生労働大臣が定める状態〕 

特別管理加算（Ⅰ） 

医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導

管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状

態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用し

ている状態 

  特別管理加算（Ⅱ） 

① 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導

管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法

指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療

法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血

圧症患者指導管理を受けている状態 

② 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

③ 真皮を越える褥瘡の状態 

④ 点滴注射を週 3 日以上行う必要があると認められる

状態 

※ 介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った

日の属する月に算定するものとする。 

なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に

訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用し

た場合の当該各サービスにおける特別管理加算並びに同

月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪

問看護における特別管理加算は算定できないこと。 

平18-0331005 

第 2の 9 の(21)（第

2 の 2 の(9)準用）

※ 1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。

※ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、NPUAP 分類Ⅲ度若し

くはⅣ度又は DESIGN 分類（日本褥瘡学会によるもの）D3、

D4 若しくは D5に該当する状態をいう。 

 ※ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理

加算を算定する場合には、定期的（1週間に 1回以上）に

褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲

出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケッ

ト）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の

家族等に行う指導を含む）について訪問看護サービス記録

書に記録すること。 

 ※ 「点滴注射を週 3日以上行う必要があると認められる状

態」とは、主治の医師が点滴注射を週 3日以上行うことが

必要である旨の指示を看護小規模多機能型居宅介護事業

所に行った場合であって、かつ、当該事業所の看護職員が

週 3日以上点滴注射を実施している状態をいう。 

なお、点滴注射が終了した場合その他必要が認められる

場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報

告するとともに、看護小規模多機能型居宅介護記録書に点

滴注射の実施内容を記録すること。 
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※ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師

による診療を受けることができるよう必要な支援を行う

こととする。 

１８ 

ターミナルケア

加算

在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡

した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適

合しているものとして市長に届け出た事業所が、その死亡

日及び死亡日前 14 日以内に 2日（末期の悪性腫瘍その他別

に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対しては 1 日）

以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行っ

た後、24 時間以内に在宅又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所以外で死亡した場合を含む。)は、当該者の死亡

月につき所定単位を加算していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4カ注 

 〔厚生労働大臣が定める基準〕  

① ターミナルケアを受けている利用者について、24 時間連

絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問

看護を行うことができる体制を整備していますか。

いる 

いない 

平27厚告95第77号 

 ② 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケ

アに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族

等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行

っていますか。

いる 

いない 

 ③ ターミナルケアの提供について利用者の身体の状況の

変化等必要な事項を適切に記録していますか。

いる 

いない

〔厚生労働大臣が定める状態〕 

次のいずれかに該当する状態 

平27厚告94第55号 

ア 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬

化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジスト

ロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、

大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤ

ールの重症度分類がステージ 3 以上であって生活機能障

害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎

縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャ

イ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬化

性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊

髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発

神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器

を使用している状態 

イ 急性憎悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻

回の訪問看護が必要であると認める状態 

※区分支給限度基準額の算定対象外 

※ 在宅で死亡した利用者の死亡月に算定することとされ

ているが、ターミナルケアを最後に行った日の属する月

と、死亡月が異なる場合には、死亡月に算定すること。

平18-0331005 

第2の9の(22)（第2

の2の(10)準用）

※ １人の利用者に対し、1 か所の事業所に限り算定できる。

なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に

訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護を利用した場

合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに

同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問

看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における

在宅ターミナルケア加算は算定できないこと。 

※ 1 の事業所において、死亡日及び死亡日前 14 日以内に

医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそ
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れぞれ 1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度

においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合

において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算

定できないこと。 

※ ターミナルケアの提供の際は、次に掲げる事項を看護小

規模多機能型居宅介護記録書に記録しなければならない。

ア 終末期の症状変化及びこれに対する看護の記録 

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態

の変化及びこれに対するケアの経過についての記録 

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおい

て利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセス

メント及び対応の経過の記録 

なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階に

おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ

ン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話

し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関

係者との連携の上対応すること。 

※ ターミナルケアを実施中、死亡診断を目的として医療機

関へ搬送し、24 時間以内に死亡が確認される場合等につ

いては、ターミナルケア加算を算定することができる。

※ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護

関係者と十分な連携を図るよう努めること。 

１９ 

看護体制強化加

算 

医療ニーズの高い利用者への指定看護小機多機能型居宅

介護の提供体制を強化した場合は、厚生労働大臣が定める

基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算し

ていますか。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ヨ注 

看護体制強化加算（Ⅰ）   ３，０００単位  □ 

看護体制強化加算（Ⅱ）   ２，５００単位  □ 

 〔厚生労働大臣が定める基準〕  平 27 厚告 95 第 78

号 ① 看護体制強化加算（Ⅰ） 

 次のいずれにも適合すること。 

(1) 算定日が属する月の前３月間において、看護小規模

多機能型居宅介護事業所における利用者総数のうち、

主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者

の占める割合が 100分の 80 以上であること。 

(2) 算定日が属する月の前３月間において、看護小規模

多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のう

ち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割

合が 100 分の 50 以上であること。 

 (3) 算定日が属する月の前３月間において、看護小規模

多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のう

ち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が

100 分 20 以上であること。 

(4) 算定日が属する月の前１２月間において、看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア

加算（上記「１５ターミナルケア加算」）を算定した

者が１名以上であること。 

 (5) 登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者と

して届出がなされていること。 
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② 看護体制強化加算（Ⅱ） 

 ①の（１）～（３）までの全てに適合すること。 

 ※ 当該加算については、医療ニーズの高い中重度の要介護

者が療養生活を送るために必要な居宅での支援に取り組

む事業所の実績を評価するものです。 

 平 18-0331005 

第 2の 9 の(23) 

※ 算定における利用者の割合については、「６訪問看護体

制減算」における基準を準用してください。 

 平 18-0331005、第 2

の 9の(8) 

※ 算定に当たっては、事業所の看護師等が、当該加算の内

容について利用者又はその家族への説明を行い、同意を得

てください。 

※ 基準における利用者の割合及び人数については、継続的

に基準を維持しなければならず、台帳等により毎月記録す

るものとし、基準を下回った場合は直ちに市長へと届出を

提出してください。 

※ 看護体制強化加算（Ⅰ）の算定に当たっては、登録特定

行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなさ

れている必要があります。 

※ 看護体制強化加算は、利用者によって（Ⅰ）又は（Ⅱ）

を選択的に算定することはできません。事業所においてい

ずれか一方のみを届け出てください。 

※ 看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から

控除するものとなります。 

２０ 

訪問体制強化加

算 

登録者の居宅生活を継続するための指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加

算として、１月につき所定単位数を加算していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4タ注 

〔厚生労働大臣が定める基準〕 平 27 厚告 95第 78

号の 2次のいずれにも適合すること。 

① 事業所が提供する訪問サービス（看護サービスを除く）

の提供に当たる常勤の従業者（保健師、看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く）を２名以

上配置していること。 

② 算定日が属する月における提供回数について、当該事業

所における延べ訪問回数が１月当たり２００回以上であ

ること。 

  ただし、事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、

軽費老人ホーム若しくは有料老人ホーム又はサービス付

き高齢者向け住宅であって都道府県知事の登録を受けた

ものに限る）を併設する場合は、登録者の総数のうち指定

地域密着型サービス介護給付費単位表の複合型サービス

費のイ（１）を算定する者の占める割合が100分の50以上

であって、かつ、イ（１）を算定する登録者に対する延べ

訪問回数が１月当たり２００回以上であること。 

※ 当該加算は、訪問サービスを担当する常勤の従業者２名

以上配置する事業所において、事業所における全ての登録

者に対する訪問サービスの提供回数が１月当たり述べ２

００回以上である場合に算定可能です。 

  当該加算の算定に当たっては、サービス内容を記録して

おいてください 

平 18-0331005 

第 2 の 9の(24)

※ 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サー

ビスのみを行う従業者として固定しなければならないと

いう趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業
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者を２名以上配置した場合に算定可能です。 

※ 「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに上記「２サ

ービス提供が過小である場合の減算」における訪問サービ

スの提供回数と同様の方法（平18-0331005、第2の9の(3)

①ロ）で算定してください。 

※ 事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老

人ホーム若しくは有料老人ホーム又はサービス付き高齢

者向け住宅に限る）を併設する場合は、各月の前月の末日

時点（新たに事業を開始し、又は再開した事業については

事業開始（再開）日）における登録者のうち同一建物居住

者以外の者（看護小規模多機能型居宅介護費イ(１)を算定

する者をいう）の占める割合が100分の50以上であって、

かつ他の要件を満たす場合に算定可能です。ただし、訪問

サービスの提供回数については、同一建物居住者以外の者

に対する訪問サービスの回数について計算してください。

※ 訪問体制強化加算については、区分支給限度基準額から

控除するものとなります。 

 ２１ 

 総合マネジメン

ト体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て市長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

が、指定看護小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理

した場合は、１月につき所定単位数を加算していますか。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4レ注 

〔厚生労働大臣が定める基準〕  平 27 厚告 95 第 77

号  次のいずれにも適合すること。 

 ① 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の

変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、

介護職員その他の関係者が共同し、看護小規模多機能型居

宅介護計画の見直しを行っていること。 

 ② 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施

設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供

することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具

体的な内容に関する情報提供を行っていること。 

 ③ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日

常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じ

て、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。

 ※ 当該加算は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

おいて、登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよ

う、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、登

録者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて「通い・訪問、・宿泊」を柔軟に組み合わせて提供す

るために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員

その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関

係機関や地域住民等との調整や地域住民等との交流等の

取組を評価するものです。 

 ※ 「その他の関係者」とは、保健師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士をいいます。 

 ※ 上記③地域の行事や活動の例 

・ 登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用

者に関する相談への対応 

・ 登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当

該地域における課題を掘り起し、地域住民や市町村等と

ともに解決する取組（行政や地域包括支援センターが開
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催する地域での会議への参加、町内会や自治会の活動へ

の参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・ 登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組

（登録者となじみの関係がある地域住民や商店等との関

わり、地域の行事への参加等） 

 ※ 上記②については、看護小規模多機能型居宅介護が地域

に開かれたサービスとなるよう、地域との連携を図るとと

もに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老人保健

施設その他の関係施設に対し、事業所において提供するこ

とができる具体的なサービスの内容等について日常的に

情報提供を行っていることをいいます。 

 ※ 「その他の関係施設」とは、介護老人福祉施設、小規模

多機能型居宅介護事業所等の地域密着型サービス事業所

又は居宅介護支援事業所をいいます。 

 ※ 「具体的な内容に関する情報提供」とは、当該事業所が

受け入れ可能な利用者の状態及び提供可能な看護サービ

ス（例えば人工呼吸器を装着した利用者の管理）等に関す

る情報提供をいいます。 

２２ 

褥瘡マネジメン

ト加算 

看護小規模多機能型居宅介護費について、別に厚生労働大

臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け

出た事業所において、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げ

る所定単位数を加算していますか。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定できません。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ソ注 

 ⑴  褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)   ３単位  □  

 ⑵  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)   13単位  □  

 〔厚生労働大臣が定める基準〕 

 ・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 

  次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

① 入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリス

クについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後

少なくとも３月に１回評価するとともに、その評価結果等

の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たっ

て、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用していること。 

 平 27 厚告 95 

第 71 の 2 号 

② ①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた

入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理

栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥

瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

③ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理

を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者

の状態について定期的に記録していること。 

④ ①の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は

利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。 

・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

 ① (Ⅰ)における基準①～④に該当していること。 

② ①の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発

生するリスクがあるとされた入所者又は利用者について、

褥瘡の発生のないこと。 

※ 当該加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職

種の共同により、利用者が褥瘡管理を要する要因の分析を
 平 18-0331005 

第 2の 9 の(26) 
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踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく

褥瘡管理の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）と

その結果を踏まえた当該計画の見直し（Action）といった

サイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、

継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算す

るものです。 

※ 加算(Ⅰ)は、原則として要介護度３以上の利用者全員を

対象として利用者ごとに要件を満たした場合に、当該事業

所の要介護度３以上の利用者全員（加算(Ⅱ)を算定する者

を除く。）に対して算定できるものであること。 

※ 評価は、所定の様式を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発

生と関連のあるリスクについて実施してください。 

※ 利用開始時の評価は、加算を届け出た日の属する月及び

当該月以降の新規利用者については、当該者の利用開始時

に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月におい

て既に利用している者については、介護記録等に基づき、

利用開始時における評価を行ってください。 

※ 評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて

行うこととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等に

ついては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」を参照してください。 

※ 褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを

参考にしながら、利用者ごとに、褥瘡管理に関する事項に

対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、利用者の状

態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、所定の様式を用

いて、作成してください。 

  なお、褥瘡ケア計画に相当する内容を居宅サービス計画

の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の

作成に代えられるものとしますが、下線又は枠で囲う等に

より、他の記載と区別できるようにしてください。 

※ 褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケ

ア・マネジメントの対象となる利用者又はその家族に説明

し、その同意を得てください。 

※ 褥瘡ケア計画の見直しは、計画に実施上の問題（褥瘡管

理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項

の見直しの必要性等）があれば直ちに実施してください。

その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図

る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情

報を活用してください。 

※ 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の算定要件を満たす事業所におい

て、上記評価の結果、利用開始時に褥瘡が発生するリスク

があるとされた利用者について、利用開始日の属する月の

翌月以降に所定の様式を用いて評価を実施し、当該月に様

式に示す持続する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場

合に、所定単位数を算定できるものとします。 

ただし、利用開始時に褥瘡があった利用者については、

当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できる

ものとします。 

※ 褥瘡管理に当たっては、事業所ごとに実施に必要な褥瘡

管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき

実施することが望ましいです。 
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２３ 

排せつ支援加算

  看護小規模多機能型居宅介護費について、別に厚生労働大

臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け

出た事業所において、継続的に利用者ごとの排せつに係る支

援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につ

き次に掲げる所定単位数を加算していますか。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定できません。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ツ注 

⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ)         10単位 □  

⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ)         15単位 □  

⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ)         20 単位 □  

〔厚生労働大臣が定める基準〕 

・排せつ支援加算(Ⅰ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合していますか。 いる 

いない 

① 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みに

ついて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時又は

利用開始時に評価し、その後少なくとも６月に１回評価す

るとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出

し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ

支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

ていること。 

 平 27 厚告 95 

第 71 の 3 号 

② ①の評価の結果、排せつ介護を要する入所者又は利用者

であって、適切な対応を行うことで、要介護状態の軽減が

見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員

その他の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに

介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作

成し、支援計画に基づく支援を継続実施していること。

③ ①の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は

利用者ごとに支援計画を見直していること。 

・排せつ支援加算(Ⅱ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合していますか。 いる 

いない 

① (Ⅰ)における基準①～③までに掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

② 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ (Ⅰ)①の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者

について、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の

少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がな

いこと。 

㈡ (Ⅰ)①の評価の結果、施設入所時におむつを使用してい

た者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについ

て、おむつを使用しなくなったこと。 

・ 排せつ支援加算(Ⅲ) 

(Ⅰ)①～③並びに(Ⅱ)②㈠及び㈡に掲げる基準のいず

れにも適合していますか。 
いる 

いない 

※ 排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同によ

り、利用者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた

支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支

援の実施（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結

果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサ

イクルの構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を

行った場合に加算するものです。 

 平 18-0331005 

第 2の 9 の(27) 
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※ 加算(Ⅰ)は、原則として要介護度３以上の利用者全員を

対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に、当該事

業所の要介護度３以上の利用者全員（加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)

を算定する者を除く。）に対して算定できます。 

 ※ 全ての利用者について、必要に応じ適切な介護が提供さ

れていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行うこ

とにより、利用開始時と比較して排せつの状態が改善する

ことを評価したものです。したがって、例えば、利用開始

時において、利用者が尿意・便意を職員へ訴えることがで

きるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できると

は限らないことを主たる理由としておむつへの排せつと

していた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたと

しても加算の対象とはなりません。 

 ※ 加算(Ⅰ)①における評価は、所定の様式を用いて、排

尿・排便の状態及びおむつ使用の有無並びに特別な支援が

行われた場合におけるそれらの３か月後の見込みについ

て実施する。 

※ 利用開始時の評価は、加算を届け出た日の属する月及び

当該月以降の新規利用者については、当該者の利用開始時

に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前か

ら既に利用している者については、介護記録等に基づき、

利用開始時における評価を行ってください。 

 ※ 評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容

を支援開始前に医師へ報告してください。また、医師と連

携した看護師が評価を行う際、利用者の背景疾患の状況を

勘案する必要がある場合等は、医師へ相談してください。

 ※ 評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて

行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等につ

いては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」を参照してください。 

 ※ ただし、経過措置として、令和３年度中にＬＩＦＥを用

いた情報の提出を開始する予定の事業所については、令和

３年度末までに算定月における全ての利用者に係る評価

結果等を提出することを前提とした、評価結果等の提出に

係る計画を策定することで、当該月にＬＩＦＥを用いた情

報提出を行っていない場合も、算定を認めます。 

 ※ 「排せつに介護を要する利用者」とは、要介護認定調査

の際に用いられる「認定調査員テキスト2009 改訂版（平

成30 年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排便の状

態が、「一部介助」若しくは「全介助」と評価される者又

はおむつを使用している者をいいます。 

 ※ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見

込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、当

該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価

が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対

応を行った場合には、排尿又は排便の状態の少なくとも一

方が改善又はおむつ使用ありから使用なしに改善するこ

と、あるいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改

善し、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善すること

が見込まれることをいいます。 

 ※ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考

にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種
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が共同して分析し、それに基づいて、所定の様式を用いて

支援計画を作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わ

る職種は、評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、

及び支援対象の利用者の特性を把握している介護職員を

含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、

生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、

作業療法士等を適宜加える。なお、支援計画に相当する内

容を居宅サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって支援計画の作成に代えることができるものとしま

すが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できる

ようにしてください。 

 ※ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性

が取れた計画を、個々の利用者の特性に配慮しながら個別

に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留

意する。また、支援において利用者の尊厳が十分保持され

るよう留意してください。 

 ※ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与し

た者が、利用者及びその家族に対し、排せつの状態及び今

後の見込み、支援の必要性要因分析並びに支援計画の内

容、当該支援は利用者及びその家族がこれらの説明を理解

した上で支援の実施を希望する場合に行うものであるこ

と、及び支援開始後であってもいつでも利用者及びその家

族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを

説明し、利用者及びその家族の理解と希望を確認した上で

行ってください。 

 ※ 支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ

支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべ

き事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施するこ

と。その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を

図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック

情報を活用してください。 

 ※ 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の算定要件を満たす事業所におい

て、利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なく

とも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又は

おむつ使用ありから使用なしに改善した場合に、算定でき

ます。 

 ※ 加算(Ⅲ)は、加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設におい

て、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なく

とも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ

使用ありから使用なしに改善した場合に、算定できます。

 ※ 他の事業所が提供する排せつ支援に係るリハビリテー

ションを併用している利用者に対して、事業所が他の事業

所と連携して排せつ支援を行っていない場合は、当該利用

者を加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の対象に含めることはできません。

 ２４ 

 科学的介護推進

体制加算 

看護小規模多機能型居宅介護費について、次に掲げるい

ずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定

看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき40

単位を所定単位数に加算していますか。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ネ注 

① 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の

状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報

を、厚生労働省に提出していますか。

いる 

いない 

該当なし
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② 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画を見直す

など、サービスの提供に当たって①に規定する情報その他

指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用していますか。

いる 

いない 

該当なし

 ※ 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対

象として、利用者ごとに注21 に掲げる要件を満たした場

合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できます。

 平 18-0331005 

第 2の 9 の(28) 

(第 3 の 2⒆準用) 

 ※ 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととし

ます。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科

学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

を参照してください。 

 ※ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上さ

せていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、そ

の更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次

のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚

生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはなら

ない。 

   ア 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づ

き、適切なサービスを提供するためのサービス計画を

作成する（Plan）。 

   イ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づ

いて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を

実施する（Do）。 

   ウ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等

も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービ

ス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

   エ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に

見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向

上に努める（Action）。 

２５ 

 サービス提供体

制強化加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て市長に届け出た事業所が、登録者に対し、看護小規模多

機能型居宅介護を行った場合は、区分に従い、看護小規模

多機能型居宅介護費は１月につき、短期利用居宅介護費は

１日につき、所定の単位数を算定していますか。 

ただし、次のいずれかの加算を算定している場合は、次

のその他の加算は算定できません。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ナ注 

平 18 留意事項 

第 2の 9（29）（第 2

の 5(16)準用） 

 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） □  

 （２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） □  

 （３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） □  

 〔厚生労働大臣が定める基準〕  平 27 厚労告 95 第

80 号 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合していますか。 

  ① 事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者

に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に

従い、研修（外部における研修を含む）を実施又は実

施を予定していること。 

  ② 利用者に対する情報や留意事項の伝達又は事業所に

おける小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目

的とした会議を定期的に開催していること。 

いる 

いない 
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  ③ 次のいずれかに適合すること。 

ア 従業者（保健師、看護師又は准看護師を除く）の

総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70

以上であること。

   イ 従業者（保健師、看護師又は准看護師でを除く）

の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占

める割合が100分の25以上であること。 

④ 通所介護費等算定方法第7号に規定する基準のいず

れにも該当しないこと。（定員超過及び人員欠如） 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合していますか。 

  ① 従業者（保健師、看護師又は准看護師を除く）の総

数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上で

あること。。 

  ② （１）の①、②及び④に該当すること。

いる 

いない 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合していますか。 

  ① 次のいずれかに適合すること。 

ア 従業者（保健師、看護師又は准看護師であるもの

を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

100分の40以上であること。 

イ 従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が100

分の60以上であること 

   ウ 従業者の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占め

る割合が100分の30以上であること。 

  ② （１）の①、②及び④に該当すること。 

いる 

いない 

 ※ 「研修」は、従業者ごとの研修計画については、当該事

業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内

容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとと

もに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研

修機関、実施時期等を定めた計画を策定しなければなりま

せん。 

 ※ 「会議」は、事業所においてサービス提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者全てが参加するものでなけれ

ばならない。また実施にあたっては全員が一堂に会して開

催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催

することで、差し支えない。会議の状況については、その

概要を記録しなければならない。なお、定期的にとは概ね

1月に 1回以上開催される必要があります。 

※ また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

※ 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって

の留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、

その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家庭環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 
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 ※ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算

出した前年度（3月を除く。）の平均を用いることとしま

す。ただし、前年度の実績が 6月に満たない事業所（新た

に事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）について

は、届出日の属する月の前 3月について、常勤換算方法に

より算出した平均を用いることとします。したがって、新

たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月

目以降届出が可能となるものである必要があります。 

 なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で

資格を取得している者とします。 

 ※ 上記ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降に

おいても、直近 3月間の職員の割合につき、毎月継続的に

所定の割合を維持しなければなりません。なお、その割合

については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ

た場合については、直ちに届出をしてください。 

※ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数

をいいます。 

 ※ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務

年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業

所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直

接提供する職員として勤務した年数を含めることができ

るものとしています。 

 ※ 同一の事業所において介護予防小規模多機能型居宅介

護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も

一体的に行うこととしています。 

２６ 

介護職員処遇改

善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た

事業所が、小規模多機能型居宅介護を行った場合は、次に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を加算していますか。

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表4ラ 注 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
基本サービス費に各種加算減算

を加えた総単位数の 102/1000 
□ 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
基本サービス費に各種加算減算

を加えた総単位数の 74/1000 
□ 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
基本サービス費に各種加算減算

を加えた総単位数の 41/1000 
□ 

 〔厚生労働大臣が定める基準〕  平 27 厚労告 95 

ア 加算の算定額に相当する従業者の賃金改善を実施

している。 

イ 介護職員処遇改善計画書を作成し、市に届出をして

いる。（計画書には就業規則・賃金規程等、労働保険

の加入書類等を添付 ） 

ウ 届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金

改善を除く）の内容、改善の費用の見込み等を全職員

に周知している。 

エ その他、加算の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守

している。 

オ キャリアパス要件等の届出をしている。 

 第 81 号 

 〔キャリアパス要件Ⅰ〕 

「介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内

容等に応じた任用（賃金に関するものを含む。）等の要

件」及び「職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系
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（一時金等を除く）」を定め、それを就業規則等の書面

で明確にし、全ての介護職員に周知していること。 

 〔キャリアパス要件Ⅱ〕 

職員の職務内容等を踏まえ職員と意見交換し、資質向

上の目標及びＡ又はＢに掲げる具体的な研修計画を策定

し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保し、

全ての介護職員に周知していること。 

Ａ 資質向上のための計画に沿って、研修の機会の提供

又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT 等）するととも

に、介護職員の能力評価を行うこと。 

Ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフ

トの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の

援助等）を実施すること。 

 〔キャリアパス要件Ⅲ〕 

次の①及び②の全てに適合すること。 

① 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇

給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を

判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の

Ａ～Ｃのいずれかに該当する仕組みであること。 

 Ａ 経験に応じて昇給する仕組み 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する

仕組みであること。 

Ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得

に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福

祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者につ

いても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

 Ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇

給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準

や昇給条件が明文化されていることを要する。 

② ①の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を

書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

 〔加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の職場環境等要件〕 

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改

善を除く）の内容、改善の費用の見込み等を全職員に周

知している。 

 ＜各加算の算定要件＞ 

加算を取得する際は、次の区分に応じて届け出ること。

加算(Ⅰ)・・・キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ、職場環境等要

件の全てを満たすこと。 

加算(Ⅱ)・・・キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要

件の全てを満たすこと。 

加算(Ⅲ)・・・キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのどちらかを

満たすことに加え、職場環境等要件を満

たすこと。 

２７ 

介護職員等特

定処遇改善加

算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た

施設が、利用者に対し、サービスを行った場合には、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算していますか。ただし、次に掲げる一方の加算を算定

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ム 注 
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している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定でき

ません。 

介護職員等特定処遇改善

加算(Ⅰ) 

基本サービス費に各種加減算

を加えた総単位数の 15/1000 
□ 

介護職員等特定処遇改善

加算(Ⅱ) 

基本サービス費に各種加減算

を加えた総単位数の 12/1000 
□ 

〔厚生労働大臣が定める基準〕  平 27 厚告 95 第

81 の 2号 

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に

掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に

要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定

し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(一) 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃

金改善に要する費用の見込額が月額８万円以上

又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円

以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改

善加算の算定見込額が少額であることその他の

理由により、当該賃金改善が困難である場合はこ

の限りでないこと。 

(二) 経験・技能のある介護職員の賃金改善に要す

る費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能

のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費

用の見込額の平均の２倍以上であること。 

(三) 介護職員(経験・技能のある介護職員を除

く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の

見込額の平均の２倍以上であること。ただし、介

護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経

験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額

を上回らない場合はその限りでないこと。 

(四) 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の

見込額が年額 440 万円を上回らないこと。

(２) 当該事業所において、賃金改善に関する計画、当

該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事

業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員

等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知

し、市長に届け出ていること。 

(３) 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する

賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等に

より事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図

るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算によ

る賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ない

が、その内容について市長に届け出ること。 

(４) 当該事業所において、事業年度ごとに当該事業所

の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告するこ

と。 

(５) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は（Ⅱ）のいず

れかを算定していること。

(６) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれ

かを算定していること。 
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(７) 届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃

金改善に関するものを除く。以下この号において同

じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての

職員に周知していること。 

(８) (7)における処遇改善の内容等について、インター

ネットの利用その他の適切な方法により公表してい

ること。 

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 

①(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。 

２８ 

介護職員等ベ

ースアップ等

支援加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出

た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合には、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算していますか。 

・介護報酬の総単位数の 1000 分の 17 に相当する単位数 

※ 厚生労働大臣が定める基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改

善に要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等

支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及び

その他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費

用の見込額の３分の２以上を基本給又は決まって毎月

支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定

し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画

に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベースア

ップ等支援計画を作成し、全ての職員に周知し、市長

に届け出ていること。 

⑶ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当

する賃金改善を実施すること。 

  ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場

合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の

賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直す

ことはやむを得ないが、その内容について市長に届け

出ること。 

⑷ 当該事業所において、事業年度ごとに当該事業所の

職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。

⑸ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）までのいずれ

かを算定していること。 

⑹ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇

改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知してい

ること。 

いる 

いない 

該当なし

平 18 厚労告 126 

別表 4ウ 注 

平 27 厚告 95 第

81 の 3号 



看護小規模多機能型居宅介護 

77 / 78

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令 

第７ その他 

１ 

サービス利用 

前の健康診断 

書の提出 

サービス利用前に利用申込者に対して、健康診断書を提

出するよう求めていませんか。また、健康診断書の提出を

拒んだ場合、サービスの提供を拒否していませんか。 

いる 

いない 

〔提出を求めている場合、その理由及び主な項目〕 

 ※（平成 13 年 3 月 28 日 運営基準等に係るＱ＆Ａから） 

通所介護については通常相当期間以上にわたって集団的

な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断

書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であると

は言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居

宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても

健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者

に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の

負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議

によるものと考える。 

しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっ

ても、一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当する

ものではないと考えられる。 

２ 

介護サービス

情報の公表 

指定情報公表センターへ基本情報と運営情報を報告す

るとともに見直しを行っていますか。 

いる 

いない 

法第 115 条の 35

第 1項 

施行規則第 140

条の 44 
※ 原則として、前年度に介護サービスの対価として支払

を受けた金額が 100万円を超えるサービスが対象 

３ 

法令遵守等の業

務管理体制の整

備 

① 業務管理体制を適切に整備し、関係行政機関に届け出

ていますか。  

 届出年月日 [     年   月   日] 

 法令遵守責任者 職名[           ] 

         氏名[           ] 

いる 

いない 

法第 115 条の 32 

第 1項、第 2項 

 〔事業者が整備等する業務管理体制の内容〕 

 ◎事業所等の数が 20 未満  

・ 整備届出事項：法令遵守責任者 

・ 届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所

の所在地、代表者氏名等、法令遵守責任者氏名等 

◎事業所等の数が 20 以上 100 未満 

・ 整備届出事項：法令遵守責任者、法令遵守規程 

・ 届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所

の所在地、代表者氏名等、法令遵守責任者氏名等、法令遵

守規程の概要   

◎事業所等の数が 100 以上 

・ 整備届出事項：法令遵守責任者、法令遵守規程、業務執

行監査の定期的実施 

・ 届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所

の所在地、代表者氏名等、法令遵守責任者氏名等、法令遵

守規程の概要 、業務執行監査の方法の概要 

 施行規則 

第 140 条の 39 

② 業務管理体制（法令等遵守）についての考え(方針)を

定め、職員に周知していますか。

いる 

いない 
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 ③ 業務管理体制（法令等遵守）について、具体的な取組

を行っていますか。  

いる 

いない 

 ※ 具体的な取り組みを行っている場合は、次のア～カを

○で囲み、カについては内容を記入してください。 

 ア 介護報酬の請求等のチェックを実施 

 イ 法令違反行為の疑いのある内部通報、事故があっ

た場合速やかに調査を行い、必要な措置を取ってい

る 

  ウ 利用者からの相談・苦情等に法令違反行為に関す

る情報が含まれているものについて、内容を調査

し、関係する部門と情報共有を図っている。 

 エ 業務管理体制についての研修を実施している 

 オ 法令遵守規程を整備している 

 カ その他

（
 ④ 業務管理体制（法令等遵守）の取組について、評価・

改善活動を行っていますか。

いる 

いない 


